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令和３年大崎上島町議会（第３回）定例会会議録（第１号） 

 

１ 令和３年９月７日大崎上島町議会定例会が大崎上島町役場に招集された。 

２ 出席した議員は次のとおりである。        

   １番  閑 田 大 祐             ２番  森 若   厳 

   ３番  渡 辺 年 範             ４番  浜 田 幸 造 

   ５番  信 谷 俊 樹             ６番  進 藤 雅 通 

   ７番  水 橋 直 行             ８番  森   ル イ 

   ９番  上 青 木  至            １０番  尾 尻 康 二 

３ 欠席した議員は次のとおりである。 

   欠席なし 

４ 会議録署名議員は次のとおりである。 

   ４番  浜 田 幸 造             ５番  信 谷 俊 樹 

５ 職務のため会議に出席した職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  川 野 義 彦     書    記  角 本 奈緒子 

６ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。 

   町    長  高 田 幸 典     副  町  長  望 月 邦 彦 

   教  育  長  恵 良 隆 久     総 務 課 長  山 本 秀 樹 

   企 画 課 長  川 本 亮 之     税 務 課 長  平 道 龍 二 

   住 民 課 長  柿 本 賢 士     会 計 課 長  亀 井 成 美 

   福 祉 課 長  池 田 真 二     保健衛生課長  竹 下 良 二 

   地域経営課長  坂 田   誠     建 設 課 長  藤 原 通 伸 

   上下水道課長  河 田 昭 司     教 育 課 長  有 田 芳 徳 

７ 議事日程及び付議事件は次のとおりである。        

   第１        会議録署名議員の指名について 

   第２        会期の決定について 

   第３        諸般の報告について 

   第４        一般質問 

８ 会議の経過は次のとおりである。 

            午前９時００分 開会 
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○議長（尾尻康二君） おはようございます。 

 ただいまから令和３年第３回大崎上島町議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開く前に、教育長から挨拶の申出がありましたので、これを許します。 

 教育長。 

○教育長（恵良隆久君） では、失礼します。 

 このたび皆様のご同意をいただきまして、７月１日付で教育長を拝命いたしました恵良

隆久でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この場を借りてご挨拶申し上げます。 

 私は、長い間、学校現場に勤めており、学校と地域がつながることは子供にとってとて

も大切なものだと学んでまいりました。就任以来、幼稚園や小・中学校の教育計画を拝見

いたしますと、学校と地域をつなぐ学習場面が大崎上島学を中心にたくさん設定されてお

り、大変うれしく思いました。改めて、地域の皆様に感謝申し上げます。 

 子供たちは、地域の方と触れ合い、自然や伝統行事や文化や産業を学ぶ中でさらに島の

ことを好きになったり、こんな大人になりたいと地域の大人に憧れるのではないかと思い

ます。そして、学んだことを発信したり、学んだことを生かして地域貢献を考える中で、

自分の力を将来この島で生かしたいなとか、自分には夢があるが、いつかはこの島に貢献

したい、このように思ってくれるのではないかと考えております。これからも、ふるさと

を愛し、大崎上島の将来を担う子供たちを育ててまいりたいと思います。 

 また、町内を見回すと、生涯学習の面では地域の歴史や文化を学んだり、文化、芸術活

動あるいはスポーツなど、たくさんの方が多様な活動をされております。生きがいになっ

ているんだよという声も多々聞きます。今はコロナ感染の関係で体育館の使用を制限した

り、大変ご迷惑をかけておりますが、コロナの状況を注意しながら、これらの活動が活発

に継続されるよう取り組んでまいります。 

 このほかにも教育課題は多々ありますが、現場に足を運び、地域の皆さんの声に真摯に

耳を傾けて、微力ながら精いっぱい取り組んでまいります。 

 最後になりましたが、皆さんのご支援やご理解を賜ることをお願い申し上げて、私の挨

拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（尾尻康二君） 今日の議会で、開会する前にお願いをしておきます。 

 一般質問を行う方は、今、聴衆の方の要望もありまして、マスクをして質問をされると

ちょっと聞きにくいということがありましたので、一般質問を行う方はマスクを外して質
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問をしてください。 

 これより会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

○議長（尾尻康二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において浜田幸

造議員、信谷俊樹議員を指名します。 

○議長（尾尻康二君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１５日までの９日間にしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（尾尻康二君） 異議なしと認めます。したがって、会期は９日間に決定しまし

た。 

○議長（尾尻康二君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により、令和３年度工事監査結果報告書と、地方自

治法第２３５条の２第３項の規定により、令和３年５月から令和３年７月の例月出納検査

の結果報告書が提出されています。 

 朗読は省略して、報告を終わります。 

○議長（尾尻康二君） 日程第４、一般質問を行います。 

 一般質問は、お手元にお配りしたとおりの通告順に行います。 

 質問時間は１人１時間以内とし、関連質問は認めないことになっております。 

 それでは、水橋直行議員の発言を許します。 

 水橋議員。 

○７番（水橋直行君） おはようございます。 

 聞き取りにくいということなので、マスクを外して質問させていただきます。 

 質問に入る前になんですが、この８月の長雨のときに――１２日から１９日だったと思

うんですけども――緊急事態宣言等々発令されまして、職員の方、交代でずっと２４時間

役場に詰めたり、避難所のほうに出向いていろいろ対応していただき、誠にありがとうご

ざいました。また、私も浸水被害があった場所等、確認に行かさせてもらったりしたんで

すが、地元の方やその中に混ざって、役場の職員の方、出勤前に水かき作業を一緒にやら
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れていたりとか、ＯＢの方が見回りをしてご近所の方に声をかけてくれたりしておりまし

た。また、この姿を見た上で、特に共助という大切さというのが改めて認識できたと思っ

て今回の質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 近年、毎年のように豪雨災害をはじめとする災害を耳にします。大崎上島町でも、今年

も長雨で床下浸水の被害を受けた世帯や家の裏の崖が崩れた等、幸いにも人身災害にはつ

ながっていないのが救いではあるが、明日は我が身に降りかかるようなことが身近に起き

ています。天災は忘れた頃にやってくるという言葉があるが、天災の恐ろしさは忘れた頃

に再びやってくるものだから用心を怠らないように、油断は禁物だという戒めの言葉です

が、近年は忘れる間もなくやってくるのが災害となってきているように思います。 

 常に用心を怠らないようにしても、個人の力ではどうにもできない。周りの助けや行政

の助け、あと支援などがあって初めて最良な安心が生まれるように思いますが、どのよう

に感じられますか。 

 また、自助、共助、公助と簡単に言葉で言っても、自分の周りを守るための意識改革、

地域を守るための意識改革が必要で、その意識改革のお手伝いを公助の部分で補い、自主

防災組織の促進を図るための話合いや講習など、しっかりとした認識で行動できる組織づ

くりに力を入れることが災害予防につながると考えるが、どう考えますか。 

○議長（尾尻康二君） 総務課長。 

○総務課長（山本秀樹君） 水橋議員の質問にお答えします。 

 質問１点目の、周りの助けや行政の支援などがあって初めて最良の安心が生まれると思

うが、どのように感じられるかについては、平成３０年７月豪雨災害をはじめとした大規

模災害発生時において被害の拡大を防ぐには、国、県、町の対応、いわゆる公助だけでは

限界があり、過去の災害からも地域防災活動、いわゆる共助、自助により被害を最小限に

とどめることができています。このことからも、公助の役割はもちろんのことですが、共

助として自主防災組織の役割は重要であり、住民の安心感には欠かせないものと考えてお

ります。 

 本町では、行政区の単位で自主防災組織が設立されており、今年度は片浜区において新

たに設立されました。現在１５地区で自主防災組織が設立されており、組織率は約４２％

となっております。 

 質問２点目の、自主防災組織の促進を図るため、しっかりとした認識で行動できる組織

人材づくりに力を入れることが災害予防につながると考えるがにつきましては、自主防災
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組織は災害対策基本法において、住人の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織として

市町村がその充実に努めるよう規定されております。 

 本町では、平成２４年に大崎上島町自主防災組織育成推進要綱を制定しており、結成や

承認、資機材の貸与、自主防災組織の構成や役割分担について定め、自主防災組織の推進

を図っているところです。 

 自主防災組織の活動や、組織の人材づくりの根幹となる計画の策定及び訓練実施につき

ましては、自主防災組織による避難の呼びかけ体制づくりの構築加速事業や、自主防災ア

ドバイザーの派遣制度などの自主防災組織に対する国、県の補助事業を活用しつつ、町が

積極的に関与、支援することで自主防災組織の活性化を推進し、災害予防につなげてまい

ります。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 水橋議員。 

○７番（水橋直行君） ありがとうございます。おおむね何か前向きな意見で、いろいろ

進めていただけるということでありがたいと思います。 

 その中で、自主防災の役割としてですが、様々な役割があって、そこを決めていきなが

らという話でしたが、僕もですけど、地域で今班長をやらせてもらっていまして、大雨の

後とか、災害があるかどうかというのは見回り等をさせてもらったりもするんですけれど

も、災害が起きた後、手を出すというか、差し伸べるというか、助けに行くというのはす

ぐ考えることもなく行動できると思うのですが、事前に、危ないけん、避難指示が出た

よ、避難しようやというてみんなに声をかけるのってこれはなかなか勇気が要って、僕は

ようしないところがあるんですけれども、こういう今お願いした部分の共助の部分でレク

チャーをしていただきたいという部分なんですが、事前の避難呼びかけとか、なかなかし

にくい部分の手法も講習会等でしっかりレクチャーしてもらったりとか、そういう自主防

災をつくっていく中で、なかなか地域だけじゃあ教育というか、実施しにくい部分に対し

ての教えというのも併せた上で教育してもらって、自主防災組織っていうのが早く浸透し

て活動できるような形ができていけば早い対応につながると思いますが、その辺も踏まえ

た上で対応をしていただけるみたいなイメージでよろしいですか。 

○議長（尾尻康二君） 総務課長。 

○総務課長（山本秀樹君） 水橋議員のおっしゃるとおり、事前の避難の呼びかけはなか

なか難しいものと町としても思っております。その手法などにつきましても、訓練の実施
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時において対応したり、また各区や関係機関、各課と連携しながら避難支援に努めてまい

ります。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 水橋議員。 

○７番（水橋直行君） あともう一個、避難についてなんですが、町内５０％近い高齢者

率がありまして、高齢者世帯とか１人世帯の方々、迅速な避難が困難な方というのもたく

さんいると思われます。そこの迅速な避難の方法についてはいろいろこの議会の中でも話

をさせてもらったり、全協等、ああいう議員と執行部の会話の中でもこういうふうに、あ

あいうふうにいろんな話が出たりすることもあるんですが、なかなか組織として行ってい

くのは難しいという部分があると思います。それの中で、難しいから駄目とかというんじ

ゃなくて、前向きにいろいろいつも検討していただいとるとは思うんですけれども、その

中でさらにもっと安心に、避難できる人、例えば僕の身の回りでも、１人で避難はしにく

いけん、災害が起きてももう家と一緒にこのままいくんよって言う人も中には実際にお話

をさせてもらようたらそういう方もおります。そういう寂しい現状がないようなために

も、僕ら近所の人間が助けれるような状況がさらに確立できたらいいと思うので、その辺

も含めた上で一生懸命僕らも個人的に対応はさせてもらおうと思いますので、そこら辺の

組織づくりとかというのにも力を入れてほしいと思います。 

 あともう一個、個人情報等も関係してくるのでなかなか難しい部分ではあるんかも分か

らんですけれども、避難困難世帯の方、１人世帯の方等の共有がこの自治の中でどの辺ま

で浸透して共有できるもんなんかが法的にも難しい部分があるとは思うので、できる限り

共有してみんなが協力できるような組織づくりに手助けしていただければと思います。こ

れはお願い事項なんで、答弁は結構です。ありがとうございます。 

 質問１個目を終わります。 

○議長（尾尻康二君） 水橋議員。 

○７番（水橋直行君） ２問目の質問です。町民と直接的な意見交換の対応についてとい

うことで質問させてもらいます。 

 以前、私、議員になってから行政視察で他の行政に訪問し、意見交換をすることがある

んですが、九州のある町で、庁舎の前に目安箱のようなものを設置して町民から直接町長

及び議長への意見、要望を投稿する箱を設置していました。この目安箱設置について、あ

る一定のルールの下、運用されていて、その中で一番大切なのは連絡先が記入されてお
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り、誰からの意見かはっきりしていること。意見についてしっかり内容が確認できないと

間違えた対応をするおそれがあるからということでした。 

 匿名の意見に対して、多様な意見の中の一つとして情報を共有し、意見として受け止め

ることは大切なことだとは思いますが、何らかの対応をする上で、内容も確認できず、公

の機関が個別な対応をすることは大変危険なことだと思います。私たち議員は、この一般

質問の場を借りてですけれども、自分の言葉で発信し、傍聴者やインターネットを通じて

町民の方に言葉を直接聞いていただいたりとか、あと議会だよりで町民の方に声を伝える

場所を提供されているように思いますというか、実際にあります。 

 町長が議員のような直接的な考えを発信する場やシステムが今現状では公にはないよう

に思います。この目安箱のような形であれ、ほかの形、ネットを通じるいろんな形の中で

直接意思疎通のできるようなツールを考えていくようなお考えはありませんか。 

○議長（尾尻康二君） 総務課長。 

○総務課長（山本秀樹君） 水橋議員の質問にお答えします。 

 現在本町では、意見、要望等について、ホームページにおいて各課に問合せを行うこと

ができ、いただいた意見、要望に対して直接メールで回答しております。町民の方にはイ

ンターネットを使用しない方もおられ、その方たちが町に対し、建設的、発展的な意見等

を直接町に言えるツールの一つとして水橋議員がおっしゃる目安箱のようなものを設置す

る方向で検討し、今後さらなる住民サービスの向上に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 水橋議員。 

○７番（水橋直行君） 以前、この視察に行った後に町長と直接今の話をさせてもらった

ことがあって、直接的な対話というのはなかなか難しいところがあって、特にインターネ

ットを使う上で難しい課題があったりするけんすぐ始めることはなかなかできんけど、い

ろいろ考えていきますというような中で今のメール等々のやり取りを始めてくれていたん

じゃないかなと思います。 

 その中で、僕は、議員になる前は、以前フェイスブック等ＳＮＳでいろいろ自分の思い

だったり、遊びょうる内容だったり、自分のこと、周りのことというのをいろいろ投稿さ

せてもらっていました。ただ、先ほどの、今、町長が以前言われましたような内容ですけ

ども、公に発信するということでは難しい部分が多々あり、批判を受けたりすることがあ

ると確かに思うので、すごい難しい内容だと思います。僕が議員になったときに、町民の
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方から、水橋君はＳＮＳをやりょうるけど、なるべくせんほうがええよと、自分がええと

思ってやったことが他人に対しては傷つく内容だったり、嫌な思いをする思いがあるんよ

と、発信の仕方もいろんな勉強をちゃんとしっかりして、自分でしっかり理解して他人の

迷惑にならんようにできるんならええけど、それがないんならやりんさんなっていうアド

バイスをもらったことがあって、確かに僕も議員活動においていろんな勉強をさせてもら

ったり、講習を受けさせてもらっていく中で似たような事案があるという事例もいろいろ

教えてもらったりしました。 

 その中で、僕は今はもう極力ＳＮＳには発信しないようにしているんですが、今の総務

課長のほうの答弁の中でも、これから目安箱のようなものを考えてやっていきたいねって

いうて言うてくれる言葉をいただいたのでなんですが、町長、町のトップとして町長が発

信する上で、大崎上島町という組織の中で、総務課とかで法的な解釈もできるような地位

を持ったところから発信する文章なり、例えば町のホームページ等から発信するようにな

るのか、何らかの形で発信していくものが、僕たちが今度やって、自分らの行動、活動を

発信していく上での模範になれるようなものになってもらえればすごくありがたいなと思

う部分があります。また、それを模範として、僕らもさらに議員活動やいろんな要望事項

等を含め、手広い方法で発信できるようなのを模索していけるようなものになるよう期待

して、お願いして、質問を終わります。 

○議長（尾尻康二君） これで水橋直行議員の一般質問を終わります。 

 続いて、上青木 至議員の発言を許します。 

○９番（上青木 至君） おはようございます。 

 先ほどの水橋議員と関連した箇所も幾分かございますが、今回は１点、長雨対応はって

いうことで３点ほど質問したいと思います。 

○議長（尾尻康二君） 上青木議員。 

○９番（上青木 至君） 先ほど水橋議員の質問の中にもありましたけれども、今回７

月、８月の長期にわたり降り続いた雨対応はできたのか、まずこれが１点目。２点目に、

床下浸水家屋に対して敏速対応ができたのか、これが２点目。３点目、広田排水場改善を

数年前より考え直すと言われ続けているが、いまだ何ら改善の兆しも見えない。行政とし

て今後どのような考えがあるのか伺いたい。 

 この３点でございます。まず、１点目からお答え願えますか。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 
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○建設課長（藤原通伸君） 上青木議員の質問にお答えいたします。 

 まず、第１点目の質問については、時期外れの長雨でありましたが、気象業務法に基づ

く注意報等が発表された場合と、予想される雨量により職員を参集する注意態勢、警戒態

勢等の防災体制を取り、対応いたしました。 

 ２点目の質問については、床下浸水の家屋に対しては被害状況を確認し、生活に支障が

ないよう、消防団により復旧作業を行いました。 

 ３点目の質問については、広田排水機場の老朽化に伴う不安があることから、平成２８

年度にポンプの更新、令和２年度には非常用発電機の更新をはじめ、スクリーンの更新や

しゅんせつを実施しておるところです。しかし、ご指摘のとおり、近年のゲリラ的豪雨に

は、現在のポンプの排水能力では追いついておりません。これまでとは違い、今後も豪雨

が予想されることから、現状を調査し、広田排水機場を中心とした排水ハード対策により

浸水被害を低減する必要があると考えます。 

 町の方策として、まず短期の実施対策としては非常用ポンプの増設、そして中期的対策

としては調整池の拡大や集水面積を減少するなどのハード事業、そして長期的対策として

は住宅のかさ上げなどが必要と認識しており、これは重要な課題と受け止め、対策の実施

に向けて検討をしてまいります。 

○議長（尾尻康二君） 上青木議員。 

○９番（上青木 至君） まず、今回の長雨の際に、これは大丈夫かと、これはいかんじ

ゃろうっていうことがございました。これが何かと言いますと、マスコミあたりで、テレ

ビで放送されていましたけれども、大崎上島町避難場所、開発センターであったり、地区

の集会所であったりするんですけれども、それ以外のところに地域住民が避難しておった

と。それも、行政のほうは何も把握していない。あってはいけないことですよね。この辺

について答弁願えますか。 

○議長（尾尻康二君） 総務課長。 

○総務課長（山本秀樹君） 上青木議員の質問にお答えします。 

 おっしゃるとおり、避難された方、町のほうに連絡が入ってないというのは問題である

と思いますが、現在避難されるときには区長のほうに連絡していただき、区長のほうから

役場のほうに連絡が入る体制となっております。そのことについても十分区長たちと話し

た上で、よりよい対応ができるようにしてまいります。 

○議長（尾尻康二君） 上青木議員。 
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○９番（上青木 至君） 対応してまいりますっていうことですけれども、まずこれは今

回に限らず過去何年間ずっと災害が起きているわけなんですが、今回だけですよ、避難場

所に指定されてないっていうか。何かあったときにはどこどこの集会所、避難場所となっ

ておるかもしれませんが、今回は報道で、テレビで、大崎上島地区、どこかな、開発セン

ター、向山集会所であったりとかがしとるな。ところが、役場の職員さんにも対応してい

ただくということで、向山の場合は集会所をやめました。区長に話を聞くと、迷惑をかけ

ると。開発センターのほうに全部連れていって１か所に避難してもらおうっていう対応を

取ったみたいでございますけれども、ある地区によると３日間ほどそこに避難しておった

と。そこには区長も一緒におったと。それはおかしいじゃろう。総務課長にお聞きする

と、連絡は受けておりませんと。保健衛生課長に聞いても全然連絡は入ってない、それは

いかんですよという話をさせてもらいましたけれども、今後そういうことのないように。

人命に関わることなんで、対応していただけたらと思います。 

 続いて、床下浸水、このことについて敏速対応できたのかっていうことなんですが、地

元消防団にと言われましたけれども、消防団だけでどうこうという問題じゃない。床下浸

水になったと。役場の職員さんがまずどうやったかっていうと、ポンプを取りに帰ったっ

て。本庁のほうへ帰ったのか、支所にポンプがあるからそれを取りに行ったのかは知りま

せんが、ポンプを取りに帰った。その間も浸水したままなんです。たまりかねて近くにお

った消防団員が自らポンプを準備して、設置して対応したということなんですが、こうい

った場合に各支所にポンプ、それはあるんですか。置いてないんですか。本庁だけです

か。行政のほうにポンプは置いてないんですか。考えることじゃないでしょう。あるかな

いかって聞いてるんです。 

○議長（尾尻康二君） 総務課長。 

○総務課長（山本秀樹君） ポンプについてですけども、基本、水中ポンプは支所にもご

ざいますが、排水ポンプについては防災倉庫に保管しております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 上青木議員。 

○９番（上青木 至君） 水中ポンプではありません。排水ポンプです。井戸の水を替え

るわけじゃないんで排水ポンプですよね。かなりの時間を要したみたいなんですが、これ

は過去２年も３年もこういう災害が起きている現状で、あまりにも時間がかかり過ぎで、

やはりこういった災害に備えて排水ポンプは各支所に設置して、即対応できるようなそう
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いう体制を取っていただきたいと思います。 

 続けて、３点目の広田排水場改善なんですが、先ほど課長より説明がございましたけれ

ども、この広田排水場に流れ込む５つの班がございます。奥谷班、杉ノ谷班、元山班、大

瀬谷班、横浜班の一部、ここの水が広田排水場に流れ込むわけです。先ほど課長は、ポン

プの増設とかいろいろ考えとるみたいだったですけれども、あそこにポンプを増設してつ

けたって小さいんです、排水場そのものが。小さいところにポンプを増設したってさっと

抜けるかも分からんけども、増えるのも早いんですよ。狭い、浅い、ヘドロはいっぱいた

まってる、そういう状態で増設、増設でなくして、５つの班の水が流れ込んでる、これを

分散するという考えはございませんか。一部は搭ノ浜のほうに流すとか、一部は元山地区

のものであれば港班に枝をつけて流すとか、そういう考えはございませんか。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 上青木さんのご指摘のとおり、地元に精通している方ならよ

く分かると思いますけれども、確かに調整池が狭いということで一気に水かさが上がると

いう点については私も認識しており、短期的対策としてはまずポンプであれば幾らか助か

るのかなと。それから、今言う調整池の問題。それから、集水面積、雨が降って広田排水

機に集まる面積を減らすということに関しましては土木工事排水対策が必要となりますの

で、少し時間をいただくこととなるというふうに認識しております。その辺を来年度、で

きれば雨量と、それから集水面積の検討をしたいというふうに考えております。 

○議長（尾尻康二君） 上青木議員。 

○９番（上青木 至君） 大変前向きなご答弁、ありがとうございます。これについて

は、増える分はあってもまず減ることはないと思うんです。年々こういう豪雨災害ってい

うのは増えてくる可能性大でございます。早急に取組をしていただいて、床下浸水を今年

度は回避できたなと、裏山、あれは一部急傾斜でやってもらったな、みんな助かったな、

そういう被害を回避できるような対応を今後していただきたいと思います。 

 ３点ほどお聞きしましたけども、これで私の質問を終わります。 

○議長（尾尻康二君） これで上青木 至議員の一般質問を終わります。 

 次に、信谷俊樹議員の発言を許します。 

 信谷議員。 

○５番（信谷俊樹君） ２点だけお聞きします。 

 第１の避難行動要支援者の名簿、この名簿は現在どこが管理して、どこが何かでやっと
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るんか。そして、もちろん作成しとると思うんですけども、本当に作成ができたのか。令

和３年５月１０日、２０日に施行と法的にはそういうふうになっとるんですけども、その

中身について全然何も情報が入ってこないんでそこのところと、この名簿の中の対象者が

それを自覚しとるのか。自分がその名簿の中に入っとるんかどうかというふうな話を含め

てしたことがあるのかどうか。これは１９年の災害のときにつくった災害防止対策法の中

から出てきた話なんですけど、これは区長とか担当の人が名簿にある人に対してちゃんと

同意を得とるんかどうかも分からんので、何も情報が入ってこないんでお聞きします。 

○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 信谷議員の質問にお答えします。 

 避難行動要支援者名簿については、平成２５年６月に災害対策基本法が改正され、災害

時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者など、避難行動要支援者の名簿を作成す

ることが市町村に義務づけられました。 

 質問の避難行動要支援者名簿は作成してあるのか、また誰が管理しているのかとのこと

ですが、平成２２年から避難行動要支援者名簿を作成しており、災害の発生に備えて、区

長、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、消防署、警察署などへ名簿の情報共有をして

おり、当該名簿は福祉課で管理しております。 

 次に、対象者が自分のことを了解しているのかとの質問ですが、登録手続は要支援者本

人が届出を原則行いますが、事情によっては家族などによる代理記載も可能となっており

ます。届出書に要支援者本人の署名が記載されていれば、本人から同意を得たものと認識

しております。 

 最後に、区長会や自主防災組織で具体的な話合いはしているのかとの質問ですが、それ

ぞれ地域により様々な取組をされていると考えております。災害に備え、避難支援等関係

者が避難行動要支援者名簿を活用して、引き続き日頃の見守りや声かけ、災害時の安否確

認や避難支援ができるよう努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 信谷議員。 

○５番（信谷俊樹君） 要するに問題点は、例えば要支援の方でも、その対象者が自分の

ことについて連絡をもらっとる人もおるけれども、もらってない人もいます。そういうば

らつきがあるんで、将来的にはどういうふうに考えておるんかということを含めて改めて

お伺いします。 
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○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 今後は、一人一人の支援について考えていく必要があると考

えております。関係機関や地域の皆様のご協力をいただきながら、避難等支援が必要な人

の把握や更新など、見守り活動に取り組んでいきます。 

○議長（尾尻康二君） 信谷議員。 

○５番（信谷俊樹君） 特に高齢者であって特定疾患で要支援の方、少なくとも私の下

も、私の近所の中にも全然連絡が来てないという報告があるし、私自体に連絡のれの字も

なかったと。特にうちの近所の人で、障害者の中でも目の不自由な人などがおるんでその

辺はちゃんとコミュニケーションを取って、ほいで地域の区長さん、社協の方とかいろい

ろ組織があるんだろうと思うんで、そこんところを最大限利用せんと。死んでから、亡く

なっちゃってから連絡してませんというのはふうが悪い話で、もっと言うと、区長のこと

を言うけど、区長さんのところへ連絡したって区長さんとの電話は１本しかないんで、み

んなが同じ時間帯にかけたら駄目でしょう。パンクでしょう。その辺のことも含めてちゃ

んと考え、行動してください。 

 １問目は終わります。 

○議長（尾尻康二君） 信谷議員。 

○５番（信谷俊樹君） ２問目ですけども、土地相続登記はどこまで対応が今現在できて

いるのか。そして、今後土地相続登記の義務と、管理費用が１０年間たてば遺産分の中か

ら強制的に徴収されるようなことになると思うんですけども、こういうことはほとんどの

人が知らんのじゃないかと思うんですけども、どういうふうに担当の方は思うとるんです

か。 

○議長（尾尻康二君） 税務課長。 

○税務課長（平道龍二君） 信谷議員の質問にお答えいたします。 

 現在、相続登記が義務化されていないこと等により、登記簿により直ちに所有者が判明

しない、いわゆる所有者不明土地が問題となっています。このため、国においては、この

問題発生の予防と利用の円滑化の観点から、１つ目、相続登記等を義務化するための不動

産登記法の一部を改正する法律、２つ目に相続により望まず取得した土地を手放すことを

可能とする事項を定めた相続土地国庫帰属法、３つ目に所有者不明土地の管理制度の創設

や、相続開始から１０年間遺産分割がまとまらなければ法定相続分とする等の土地利用に

関する民法の一部を改正する法律がそれぞれ令和３年４月２１日に成立、同月２８日に公
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布され、原則公布後２年以内に政令の定める日から施行されることとなっています。 

 しかし、政令が未制定のため、詳細が国から示されておらず、窓口での死亡届や税の納

税義務者変更届手続においては相続登記のお願いや関連するパンフレットの配布を行って

いるのが現状です。詳細が定まり次第、死亡届等の提出者に対する啓発のため、手続チェ

ックリストに相続登記申請項目を追加するとともに、町広報紙、ホームページへの掲載等

により周知を図ります。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 信谷議員。 

○５番（信谷俊樹君） これは義務化が２０２４年までということになっとるんで、ただ

一つだけ言いたいのが、相続人の中で、多数の親族、直系家族がおるときにはその相続人

の中の一人が代表として相続ができるというふうになっとるんですけども、その分のこと

について知らんのじゃと思うんです。そういうことがあるという項目が分からないけん、

うちのじゃない、うちのじゃない、人のじゃのに、言葉が悪いですけど、貨幣価値が少な

いところはそういうふうなことが多々あるんで、その辺のことも含めてちゃんと周知徹底

して、基本の税金はみんなからもらわないと国自体がやっていけんので、その辺のことも

含めてそういうふうな対象がおればちゃんと説明をして、ちゃんとお金をもらうような努

力を、２４年までじゃけえ先が長いと言われりゃあ先は長いんですけども、その辺のこと

も含めて全体の中でちゃんと周知徹底できるようにお願いしたいと思います。 

○議長（尾尻康二君） 税務課長。 

○税務課長（平道龍二君） ご指摘のとおり、広報、周知に向けて努力いたします。 

○議長（尾尻康二君） 信谷議員。 

○５番（信谷俊樹君） これで私の質問を終わります。約束したことは守るように努力し

てください、約束ですから。これでお願い。ありがとうございました。 

○議長（尾尻康二君） これで信谷俊樹議員の一般質問を終わります。 

 次に、森若 厳議員の発言を許します。 

 森若議員。 

○２番（森若 厳君） おはようございます。 

 本日は４点質問します。 

 最初に、県道、町道、農道の維持管理です。 

 その前に、ここに平成２９年４月１日から令和３年３月３１日までの町が発注した入札
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工事の全てがあります。そのことを踏まえて質問します。 

 ６月議会においてもこの問題を取り上げまして、多くの執行残があるが、どのように処

理をしているのかとの問いに対しまして、県道の場合、県からの交付金で事業を行ってい

るため、交付金が残ると県に返すことになるとのことでした。だから、交付金は全て使い

切っているとの答弁。それでは、前期、後期の入札後の執行残はどのような契約をして執

行したのか。令和２年度の契約した資料の提出を求めましたが、資料が出てきませんでし

た。 

 次に、町道の場合も入札残はどのような契約をしているのかとしましたが、これも資料

は出てきませんでした。また、４月６日に入札を執行し、梅雨前の５月末までには側溝の

清掃をしたいとの答弁を６月議会でいただいたのですが、大崎地区、木江地区は５月末ま

でに清掃作業を行っていました。だが、東野地区だけは手つかずで、その理由を尋ねます

と、東野地区の場合は地区住民の奉仕活動に頼ってきたとの答弁でありましたが、そのこ

とが清掃作業ができない理由にはなりません。では、何のために４月６日に入札を執行

し、４２０万円で業者を落札したのか。課長は、６月末までには完了するように業者と調

整するとの答弁をいただき、期待をしていましたが、６月１５日、７月５日、８月２１日

と３回同じ現場に足を運びましたが、期待どおり清掃作業はできていませんでした。この

６月末というのはいつのことをいうのか、それも聞きたい。 

 次に、農道について伺いますが、平成２９年度以降、毎年各地区に１００万円の予算を

計上されています。ところが、木江地区だけ平成２９年が１２０万円、３０年が１２８万

円、３１年、令和元年度が１２０万円、令和２年度が１１８万円、令和３年度が１２０万

円で契約を執行しております。１００万円しか組んでないのにこれ以上で契約が執行でき

る理由はどこにあるのか、それも課長にお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 森若議員の質問にお答えいたします。 

 令和２年度の県道維持管理費については、前期委託工事、後期委託工事、そして照明施

設工事と事務費の４つに分けて執行しており、前期委託工事は当初契約が９３５万円で、

内容変更の結果１，４５５万１，９００円で変更契約を行い、後期委託工事は当初契約が

７７０万円で、内容変更の結果７８０万１，２００円で変更契約を行っています。照明施

設工事は当初契約が１７万６，０００円で、内容変更の結果１９万３，６００円で変更契
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約を行い、事務費については役務費として６３万６，９２４円支出しております。したが

って、県移譲交付金２，３１５万円に対し２，３１８万３，６２４円を支出していますの

で、県土木建築公共事業移譲交付金の執行残はありません。 

 次に、令和２年度の町道維持管理は、大崎地区の当初契約が３９６万円で、内容変更の

結果１，７９５万５，３００円で変更契約を行い、木江地区の当初契約は２５３万円で、

内容変更の結果８３９万８００円で変更契約を行い、東野地区の当初契約は４０１万５，

０００円で、内容変更の結果５０６万４，４００円で変更契約を行っております。６月末

までの側溝清掃については、実績で申しますと、東野地区では矢弓下組線、下組地区と矢

弓地区を実施し、大崎地区では原田原下線、山尻原下１号線、沖浦本郷線、神峰山線、そ

れから木江地区では沖浦本郷線、宇浜正畠線、沖浦線を清掃しております。 

 次に、農道の維持管理の予算については、毎年３００万円の予算を計上しています。そ

の内容については、町内全域で３００万円の予算を計上し、３つに分けて契約していると

いうところです。実際の予算配分については、農道延長が木江地区２０．５５６キロメー

トル、大崎地区１７．８１３キロメートル、東野地区７．４５５キロメートルとなってお

り、農道延長を考慮して契約していることから単純に３等分にはなっておらず、農道延長

の最も長い木江地区においては１００万円を超える契約になったものです。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 今、課長から県道、町道、農道についての説明をいただきまし

た。県道の場合には、それでは執行残がありますよね。それはどなたと契約されたのか。

そこのところ資料を後で頂けますか、町道の場合も。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 県道の変更契約については、当初契約を行った業者と変更契

約を同じように行っております。 

 資料についてはありますので、後日お渡しできると考えております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 次に、町道の場合ですけど、今、課長は東野地区の場合には矢弓

下組線ともう一つが矢弓線、白水から大久保線と言うたんかな。あの３つぐらいはしとる

思うんですけど、自分が不思議に思うのは何にもしてなかった。 

 課長、この前の委員会でこの写真をあげたな。悪いけど、写真資料をあげたろう、課長

に。持っとる。 
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○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 森若議員より先日資料を頂いております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） その中で、矢弓下組線と言われました。矢弓から下組には行かれ

ません。分かる、課長、言うことが。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 町道認定の起点、終点のところで路線名を矢弓下組線と認定

している道路があるという意味で、掃除場所については矢弓地区、それから下組地区のあ

る一定の箇所の側溝を清掃したという意味でございます。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 今、矢弓地区もろもろ言われましたけど、私が写真をあげたじゃ

ろう。その中に、あれが６月１５日、７月５日、８月２１日、矢弓線で清掃作業をしとっ

た。してなかったじゃろう。あんた、どこに目をつけとる。見た。ここにその写真を全部

持っとるんよ。あんたにあげたのはコピーじゃから。どこをやった。やってなかったろ

う。やってないのをやったって言うても駄目だよ、課長。わしは意地が悪いけえ、自分の

目で必ず見に行くんじゃ。自分、現場に行った。行ってないじゃろう。そがなけん、矢弓

から下組線という言葉が出てくる。矢弓からは上組へ行ける道はある。大田からは下組へ

入れる。現場に行って見とったら、こういう変な答弁はしてこないんよ。課長、あんたを

いじめるんじゃないけど、現場に行って見てくれ。それで初めて、ここはこうと言うてく

れたら僕も納得する。 

 そしてもう一つ、今言う農道の件も、予算書には各１００万円ずつって書いとる、はっ

きりと。じゃったら、この木江が大きいんじゃったら、以前のように農道は３００万円の

予算を出せばええ。自分が書くときに、予算書の中に木江地区が１００万円、大崎地区が

１００万円、東野地区が１００万円というて書くからこうやってつつかれにゃあならんよ

うになる。ちいと考えて物事を言い。お願いします。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 先日、森若議員から写真を頂いて、写真のところは確認いた

しております。私の掃除している箇所っていうのは、ほんの一部であることも認識してお

りますので。全線についてやってないということであればそれは森若議員の言うとおりと

いうことで、私が掃除したと申し上げたのは落ち葉とかが堆積して側溝があふれると、下
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に影響があると思われるところを２か所だけ掃除していると。ほんの一部であるというの

は事実でございます。全線については、もう一度この資料を参考にしながら各担当とも協

議して掃除箇所を再選定することにしておりますので、ご理解をお願いします。 

 そして、予算書の表記についても、そこは来年度から訂正をいたしますのでご理解をお

願いいたします。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） それでは、１点目はこれで終わります。訂正されるということで

す。 

 次、２点目。町道の舗装、修繕はと。 

 毎年事業費を組んでおり、平成２９年が町内一円で１，３８４万円、平成３０年が町内

一円で１，０８０万円、平成３１年、令和元年度が、この年から大崎地区が９５キロで５

００万円、東野地区が４８キロで３７５万円、木江地区が３０キロで３２５万円、この金

額を組んどるんですけど、これは課長、工事した。先にそれを。どこを工事した。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 工事箇所について説明させていただきます。 

 舗装、修繕については、平成２９年度は、原下地区、向山地区を金額でいうと６２３万

７，０００円で樽本建設が施工しております。そして、平成３０年度は、垂水地区、古江

地区、矢弓地区を３４７万９，６００円で岡本建設が施工し、原下、大西、片浜、向山、

本郷、原田地区を４７７万５，７６０円で上島開発興産が施工、そして沖浦、木江地区を

２５６万８，２４０円で栄山建設が施工しております。平成３１年度は、向山地区を４２

１万４，１００円で森重建設が施工。そして、令和２年度は、沖浦地区を１２６万５，０

００円で栄山建設が施工という実績になっております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 今、課長に答弁いただいたんですけど、その執行した分はこの中

には一つも載ってないよ。２９年から令和２年まで。そして、今年になって初めて、業者

は東が菅原さん、木江が栄山さん、と大崎が誰々というふうに業者名が予算書に載ってき

たんじゃけど、これはここに載ってないのに執行したのか。この入札の中には今の町道の

舗装、修繕は一切、令和２年度まではないよ、この中には。闇でしたのか、予算執行人が

その契約を、入札を。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 
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○建設課長（藤原通伸君） 今、森若議員が持ってらっしゃる資料については分かりませ

んけれども、これは予算に基づいて適正に執行しているものと考えております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） じゃあ、課長、これを今日渡すから自分の目で確かめて。町道舗

装、修繕は一切入ってない、２９年から令和２年までは。何をたまげたことになったん

か、令和３年度になったら業者名が３つ入っとる。もし、それが間違ってたら、課長、ど

うする。今言うように闇で執行しとったら。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 組織として契約しておりますので、私個人として闇で執行す

ることはできないので、それはあり得ないと考えております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） そのあり得ないのがここに残っとるんだよ。これはこんなに厚い

んだよ。平成２９年の４月１日から令和３年３月２１日まで全部入っとる。きれいに仕分

をしとる。わし、意地が悪いんだ。これを課長に渡すから、もしなかったときには、１２

月議会のときにはっきりと答えをもらうぞ。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 後日、資料を確認させてください。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 確認したいとのことですので、この質問も宿題として置いときま

す。 

 ３点目、受益者分担金はと。 

 単県急傾斜地崩壊対策事業には、事業費の補助金の部分の１０％が分担金として必要と

なりますが、清光寺急傾斜地崩壊対策事業費の場合は平成３１年に事業費３，６００万円

――これは全て補助金です――、令和２年に追加事業費として１５０万円で、うち１２０

万円が補助金で事業を計画し、実行しましたと。分担金は、課長、幾らになったん。ま

ず、そこを聞く。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 森若議員の質問にお答えいたします。 

 急傾斜地崩壊対策事業、清光寺地区の分担金は４１３万３，９１０円で、令和２年１１

月６日に納入されております。 
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○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） これは当初の事業費が３，６００万円で、今要するに入札したの

が、予定価格が３，２７５万円、それで今言うようにこのときには執行残が４９３万円で

５００万円ぐらい残っとるんですよね。そして、令和２年度の分もあるんじゃけど、そう

すると４１３万円、これは多いんじゃない。今４１３万円って言うたろう、１１月６日

に。どのような計算をした。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 工事を執行し、最後に工事の内容について精算という形で工

事費を算定、それから確定しております。その確定作業において工事費が４，１３３万

９，１００円に増額したことに伴い、その１０％である工事負担金が４１３万３，９１０

円になり、精算したものということでございます。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 今、課長は工事費と言われたね。この分担金の４１３万円何ぼ

が、それは。これは、予算書には事業費の補助金部分の１０％っていうて書いとるんじゃ

ないん。工事費って書いとるのはどこの予算書にもないよ。事業費の補助金部分の１０％

が分担金ですとはっきりとどの予算書にも書いとるんじゃけど、いつ工事費に変わった

ん。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 工事費という表記については、私の中では常に工事費の１

０％というふうに認識しており、もしそれが事業費の１０％という表記であればそれは誤

りでございますので、訂正をよろしくお願いします。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） ほいじゃあ、事業費じゃったら、課長、これは金額がおかしいじ

ゃろう。最初が３，６００万円、それに後の追加の分が１５０万円よ。ほいじゃけど、今

言いますように１５０万円のうちの補助金部分が１３０万円だから、足したらこれは３，

７３０万円にしかならんのよ。ほいだったら、あんたが言うように３７３万円ならわしも

納得するんよ。今４１３万円って言うたろう。それを言うたら、自分は工事費だからこう

であったと。じゃけえ、今の答弁じゃったら、工事費も事業費も自分はイコールというよ

うなことを言うから。度々にその場その場でうそというか、逃げようとするな。はっきり

と。自分の性格を知っとるじゃろう、何年も一緒に付き合うとるんだから。お願いしま
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す。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 私の説明が悪いのか、なかなか理解を得られないようなの

で、この件についてはもう一度契約書等をお見せします。精算のときに工事費が４，１３

３万９，１００円となった契約書もございますので、そこで詳しく説明させてください。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） では次は、脇之浦地区の急傾斜地崩壊対策事業、これも総事業費

が３，５００万円で、当初が補助金は３，４７０万円でした。ところが、令和２年７月３

日に工事予定価格４，２４０万７，０００円で入札を執行しとる。３，５００万円しかな

いのが何で工事費用が４，２４０万７，０００円で計画できるのか。これより少なかった

ら自分は何も言わんのじゃけど、最初の事業費は３，５００万円しかないのに４，２４０

万７，０００円で入札できる。落札した金額は、原田のほうの業者が３，６１５万７，０

００円で落札しとるんじゃけど、これはどういうふうに説明したらいいん。ほいで、この

場合には、これだけ事業費が増えたということは補助金も増えたんじゃろう。結局、最初

の総事業費というものが３，５００万円から何ぼになったん。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） 当初契約に３，５００万円ということですけれども、６月補

正によって１，１５７万円増額の補正予算を計上させていただいて、議決しております。

６月補正で増額されておりますので、７月には予算の増額の範囲で入札を執行させてもら

っているという経緯から増額しているものです。 

 それから、もう一点の負担金については、精算額の１０％ということで、最終工事費

４，００７万９，６００円で工事が完了しておりますので、分担金４０７万９６０円を頂

いてこの事業は終了しております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） それでは、今言われましたけど、これはここに、自分の資料とし

ては分担金が令和３年５月６日に２８０万５，０００円と７日に１２０万２，０００円入

っております。合計すると４００万７，０００円になるんですけど、落札金額は３６５万

７，０００円じゃけど、それより金額が多い。これで脇之浦地区の方、受益者はすんなり

オーケーして出したん。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 
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○建設課長（藤原通伸君） 増額については、工事費の増ということで説明していただい

て、分担金を納入していただいております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） この件についても、後で資料をもらいに建設課へ伺いますと。 

 次に、最後の質問になります。 

 入札についてですけど、入札を執行する場合には、まず指名業者の選定委員が５人おり

ますけど、その５人によって業者の選定をし、入札を執行しますと。まず、そのメンバー

５人を伺いたい。 

 次に、予定価格の公表がない場合は、落札金額がたとえ１円であっても落札者となるの

か。 

 次に、確認したいことが１点ありますが、まず大崎上島町本庁舎空調設備更新工事設計

監理業務、２点目、大崎上島町柿ノ浦住宅建て替えに伴う測量、地質調査業務、大崎上島

町柿ノ浦住宅建て替え工事設計業務の当初事業費、この３つを教えてもらえませんか。 

○議長（尾尻康二君） 総務課長。 

○総務課長（山本秀樹君） 森若議員の質問にお答えします。 

 質問１点目の大崎上島町建設工事等指名業者選定委員会の委員につきましては、副町

長、私、総務課長、建設課長、地域経営課長及び上下水道課長の５人の委員のほか、当該

事業の担当課長で構成されています。 

 質問２点目の、予定価格の公表がない入札案件については入札書の記載金額が１円であ

っても落札者となるのかについては、現在、建設工事に係る入札を除いた入札案件は予定

価格を公表しておりません。また、それらの入札案件は最低制限価格を設けていないこと

から、入札制度上、入札価格が１円の場合であっても最低価格の入札をした者が落札者と

なります。このことに関しましては、適正な業務の履行を確保するため、建設工事の入札

と同様に、測量コンサルタント等、業務の入札においても最低制限価格制度を導入するこ

とを検討しているところでございます。 

 質問３点目の３つの業務の令和３年度の当初予算計上額については、大崎上島町本庁舎

空調設備更新工事設計監理業務として２３６万５，０００円、大崎上島町柿ノ浦住宅建て

替えに伴う測量、地質調査業務及び大崎上島町柿ノ浦住宅建て替え工事設計業務を合わせ

た金額として４，７７７万７，０００円を計上しております。 

 以上です。 
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○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） ありがとうございます。１円でも落札業者となるとの答弁をいた

だきましたので、それを踏まえてお聞きしますと。 

 まず最初に、大崎上島町本庁舎空調設備更新工事設計監理業務、これは今言われました

ように２３６万５，０００円でしたと。落札率が８０．３７％、工事設計。８０．３７％

ということは、２３６万５，０００円にコンマ８０３７を掛けたら１９０万７５０円にな

る。ほしたら、これは落札率が違うん。そっちの２３６万円が違うん。これを計算した

ら、２３６万円に２５万円を足したら、落札率を８０．３７％にしたらこの金額、２１０

万円の落札金額になるんじゃけど、どういう計算をしたらこういうふうになるか。わし、

実はずっと暇なけんやったんよ。これも聞くぞ。 

 ほして２点目、今、柿ノ浦住宅と言うたじゃろう、建て替え工事が。あれの測量、地質

調査というものがこの分には、４，７７７万円の中に入ってないんよ、一切。ほいじゃけ

ど、自分は入っとる趣旨なことを言うたけど、普通、図面を引く場合には先に地質調査を

して、中がどういうふうになっとるかを考えて初めて設計費用というものが決まる、分か

る。何にもせんうちに丼で設計費用を上げてこんのよ。それは、自分、仕事しようるけ

え、こういう仕事に携わっとるけえ分かる。まず、はっきりと地質調査もろもろをしてか

ら、こういう具合だからくぎを何本も打たにゃあいかんな、そうせにゃあいかんなという

のがはっきり分かってから設計費用というものは決まる。今自分が言うように、調査費用

と設計費用が一緒に４，７７７万円に入っとるんじゃろう、あんたの説明じゃったら。そ

ういうことは、ほかの議員さんはいいと言うかも分からんが、自分はうんとは絶対に言わ

ん。 

 はい、２点目。それだけ教えてくれる。 

○議長（尾尻康二君） 総務課長。 

○総務課長（山本秀樹君） １点目の本庁舎空調設備更新工事設計監理について、私のほ

うから説明いたします。 

 おっしゃるとおりといいますか、当初予算金額２３６万５，０００円は当初予算に計上

しております。計上したときが、昨年度の１１月頃には算定しておりますので、それ以

降、実質令和３年度に入りまして実施設計の予算書を組むときに、それまでに人件費の単

価、諸経費率の改正等がございました。それにより算定しますと、当初予算の２３６万

５，０００円では不足が生じました。それによりまして、本年度、この科目の中に今年
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度、ご存じだと思うんですけども、空調設備をやります。年間の補修の委託料の予算も組

んでおりました。しかし、改修するためにその補修が必要ないということで、その部分に

ついて予算の残が生じておりましたので、その部分のものを、同一科目内ですので事業内

流用なんですけども、それに合わせて設計金額が２８７万４，３００円となりました。落

札で契約金額が２３１万円ということで、落札率が８０％ぐらいとなっております。 

 １点目の空調については以上です。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） ２点目の柿ノ浦住宅の質問についてでございますけれども、

柿ノ浦住宅の建て替え設計については、現在測量、地質調査と、それから建物について別

発注ということでしております。ご指摘のとおり、地質調査の結果というのは建物につい

て非常に影響が大きいというのは私も存じておりますので、建築設計を出す際にはその条

件を付して入札をかけて、その入札結果で契約いただいているということで、その設計業

者は納得して設計業務に当たっているというふうに考えております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） そうすると、課長、柿ノ浦住宅の地質調査、今言いましたよう

に、これはある会社が３２０万円で落札されとるんですけど、そのときの落札率が８９．

３９％ということは、私が眠たい目をこすって算入したのでしたら約３５７万５，０００

円が必要になるんじゃけど、これはどこから持ってきたん。そうしたら、今の３２０万円

の落札金額になるんじゃけど。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） どこからの予算かということでございますけれども、予算に

ついては柿ノ浦住宅建て替え事業の設計ということでそのまま予算の目的に従って執行し

ているもので、よそから持ってきたものではございません。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） ほいじゃあ、課長、これは今言いますように、最初に組んどった

柿ノ浦住宅設計業務の４，７７７万円があるわな。あれの中から持ってきたということ。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） おっしゃるとおり、当初予算の中から支出しております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 課長、理解に苦しむ。自分がこういう専門職じゃなかったら、は
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い、分かりましたというて引き下がるんじゃろうけど、今言うように。いいわ、いつまで

言ってもこれは水かけ論になるから。 

 そして次に、柿ノ浦住宅の建て替えの設計業務がある。これは私の大好きな方が落とし

とるんじゃけど、その方が、平成２９年度の東野保健福祉センターの改修工事は落札率が

９６．１５％、３０年で木江公民館、支所改修工事の分も９６．９４％と、３１年度、令

和元年度の本庁舎の改修、あれが９４．２８％、大崎幼稚園の増改築工事が９１．９４％

と。ほいで、令和２年度の沖浦の消防屯所の設計監理業務が８８．９％、大串の一時滞在

施設の設計業務が９８．４５％、そして令和３年度に入って本庁舎の空調関係の設計監理

業務が８０．３７％。柿ノ浦住宅の建て替え設計業務の入札率は幾らと思います、課長。 

○議長（尾尻康二君） 建設課長。 

○建設課長（藤原通伸君） ただいま詳しいことは分かりませんが、かなり低額で落札し

ていただいたと考えております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 今、課長が言葉を濁しましたけど、落札率が２２．１１％なん

よ。信じれる。この業者は、要するに柿ノ浦住宅の設計をしたいばっかしに身を捨てて名

を取ったのか。ほして、ここに、この住宅は８社が応募しとる、入札に。応札した。ほし

たら、ある業者が、言われんけど、８７５万円なんよ、２番札が。その下をくぐっとるん

よ、８６０万円で。ということは、この８７５万円という数字がどこかで漏れたんか。ほ

かの人らは皆、丸が１つ違う。上から２，２００万円、１，７６０万円、２，６００万

円、２，５００万円、１，９００万円、そしてこの方が８６０万円、２番目の方が８７５

万円、最後の方が２，０００万円。 

 今までこの方が安く落としとることがあるんなら、わしも何にも不審にはならん。ほい

じゃが、２２．１１％。信じれる。これを見たときに、１円でも落ちるんじゃけえそりゃ

構やせんけど、何の違和感も抱かんかった、自分らが執行したときに。副町長にしても、

総務課長にしても。今までそういうことがあるんならわしも何にも言わん。今まで全部９

０％近うなっとって、この件だけ２２％よ。 

○議長（尾尻康二君） 副町長。 

○副町長（望月邦彦君） 森若議員がおっしゃられるように、かなり低率で落札されてお

りますけれども、指名した業者が真摯にそれぞれの事業者の手持ちの業務量でありますと

か、技術者の確保状況でありますとか、今回設計する住宅が今後その企業に対してどうい
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うイメージを与えるかなど等を勘案して落札額を決定しているものと考えておりますの

で、特別に違和感は感じておりません。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） ほいじゃあ、結局、副町長は、この業者は、要するに柿ノ浦住宅

の場合は身を捨てて名を取ったと、そういうふうに取ってもいいか。 

○議長（尾尻康二君） 副町長。 

○副町長（望月邦彦君） 先ほど申しましたように、手持ちの業務量ですとか、技術者の

状況ですとか、会社のイメージ等を勘案しての結果だと思っておりますので、実際に落札

した業者がどういう思いで落札されたかというのはこちらのほうで把握できません。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 私がどうしてここまでしつこく言うかというと、同じ日にちに、

７月２０日にここの空調設備更新のときには落札率が８０．３７％、同じ日、同じ日なん

じゃけえね。同じ日にこの柿ノ浦住宅の設計については２２．１１％だから、見たときに

変だな思うたからお尋ねしました。 

 この２２．１１％じゃったら、これでまともな図面が出てくると思う、副町長。 

○議長（尾尻康二君） 副町長。 

○副町長（望月邦彦君） 入札時の業務の内容を仕様書等で縛っておりますが、そちらに

対して真摯に対応できるものと考えております。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 大変悪いんじゃけど、今言いますように、柿ノ浦住宅の建て替え

工事設計業務の図面ができたら産建の委員会に出してくれるか。 

○議長（尾尻康二君） 副町長。 

○副町長（望月邦彦君） どちらにいたしましても、設計書が出来上がりましたら工事の

ほうの入札もございます。その前には必ず委員会のほうで説明をさせていただきます。 

○議長（尾尻康二君） 森若議員。 

○２番（森若 厳君） 約束しましたぞ。 

 これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（尾尻康二君） これで森若 厳議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 １０時４５分より再開いたします。 
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            午前１０時３６分 休憩 

            午前１０時４５分 再開 

○議長（尾尻康二君） 休憩を解いて会議を再開します。 

 次に、森 ルイ議員の発言を許します。 

 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 森 ルイでございます。本日初めての一般質問となります。 

 本日、大きく分けまして２つ。 

 １問目につきましては、教育委員会について。 

 教育委員会、先ほど議会の初めに教育長からご挨拶いただきまして、これから教育委員

会がよりよい組織となっていくんだろうなとちょっと期待をしました。しかし、昨年度、

教育委員会においては様々な問題がありまして、その問題に対しての対応に関しても対応

が遅かったりとか、不適切な事案があったり、そのようなことで教育委員会といいます

と、全国的にいじめの問題、もしくは自分で自ら命を絶ってしまうという児童や生徒の対

応に対して不適切な事案があったりとか、証拠隠滅じゃないですけれども、正しい情報提

供が行われない、そのようなことがニュースで多々聞かれます。大崎上島町にあってはそ

のような悲しい事案が起きないことを願うばかりですけれども、昨年の教育委員会の対応

を見ておりますと、一抹の不安がありました。 

 その件に関して、私も警視庁に１１年半勤めておりましたので、組織として働く者、組

織の一員として働く者、もしくは組織の在り方、そのようなものを少しは知っているつも

りではありますけれども、その中でも情報の伝達だったりとか対応ということでこれから

どうなってしまうんだろうかという思いがありましたので、今日は１問目として教育委員

会について上げさせていただきました。 

 それでは、通告に従いまして質問いたします。 

 １つ目ですけれども、放課後子ども教室について。 

 放課後子ども教室については、昨年８月ぐらいから総務福祉文教委員会においてもいろ

いろな問題に対しての報告、それに対しての対応、継続的に報告がなされておりました。

議員のほうからも、このように改善してほしい、こういうことはどうか、そのような意見

が多々ありました。それを踏まえまして、放課後子ども教室の現状、問題点、今後の課題

について、これをまず１点目としてお伺いします。 

 その次に２点目、不適切事案の報告、再発防止のための取組について。 



- 28 - 

 これについては委員会でも報告されておりますけれども、子供が関係している事案があ

りましたので、これについては町民や保護者に対しての説明責任があるのではないかと考

えられます。 

 続いて３番目ですけれども、職員への研修について。 

 ２番目の不適切事案が起きた原因の一つとして、職員への研修が今まで行われていなか

ったと、そういうこともあります。令和２年度また令和３年度、職員への研修、教育課も

そうですけれども、教育課の社会教育係、放課後子ども教室を担当する社会教育係の職員

に対して、また放課後子ども教室で働く会計年度任用職員に対してどのような研修がいつ

行われていたのか、内容についてもお聞かせください。 

 ４番目ですけれども、会計年度任用職員について。 

 会計年度任用職員については、昨年度、令和２年度から取り入れられたものでして、新

しい取組となります。今まで働いていた放課後子ども教室の職員が会計年度任用職員とな

ったわけですけれども、会計年度任用職員に関しましては地方公務員法の適用があるとい

うことで、今まで以上に倫理観ですとか、地方公務員法に関してどのような制約がある

か、そのようなことを任用のときに伝える必要があると思うんですけれども、昨年度その

あたりが抜けていたところがありますので、令和２年度はどのようにしていたか、令和３

年度、今年度はどのようにされていたか。また、その採用に際しましては、地方公務員法

を遵守しますということで服務の宣誓があると思うんですが、これについてどのように行

われていたかお聞かせください。 

 また、会計年度任用職員については、条件付採用として１か月間の期間があるように思

いますが、これについてこの条件付採用期間にどのような人事評価をされたのかお聞かせ

ください。 

 また、全体を通して会計年度任用職員は１年間、４月１日から３月３１日までの任用と

なると思いますけれども、会計年度任用職員の人事評価、これは会計年度任用職員も人事

評価の対象となるということですので、何月何日から何月何日までの間で、どのような人

事評価が行われて、評価者は誰であるのか、それらについてお聞かせください。 

 また、５番目ですけれども、放課後子ども教室のコーディネーターについて。 

 コーディネーターというのは具体的にどのような業務内容であるのかお聞かせくださ

い。 

 ６番目、入会対象児童及び利用条件についてということですけれども、今年の３月です
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けれども、今年の令和３年４月から入学予定の児童に向けた説明会におきまして保護者の

方から、３月３１日までは保育園を利用できる、４月１日から小学校の入学までの間が預

けられないかということで要望が出たんですけれども、それに対しまして明確な回答がな

いまま過ぎております。これについては働く保護者の方々を助けるという意味もあります

し、そのような要望が出たことに対して検討して、できないのであればできない理由を伝

えるべきだと思いますし、そのまま結局、また来年の３月になりました、同じ質問が来ま

す、答えはそのままにしてまた次の年ということが繰り返されないように、検討されたの

であればその結果についてお知らせください。 

 ７番目ですけれども、新・放課後子ども総合プランについて。 

 これに関しましては、２０２３年度までの事業計画を出すということになっておりま

す。教育委員会と福祉部局の具体的な連携なども踏まえて運営委員会の設置などが盛り込

まれておりますが、これについてお聞かせください。 

 （２）番、教育委員会の設置場所についてということですけれども、教育委員会、今年

の３月末か４月だったと思いますけれども、今までの場所から移動して現在大崎支所の住

民窓口係と上下水道課の間に教育委員会が位置していると思います。それに関しまして、

教育委員会というのが町長部局から独立した組織であるということと、教育に関して子供

のプライバシーに関する情報なども扱うということから、一般の方が出入りする大部屋の

真ん中に教育委員会が位置するということに関して問題がないのかとちょっと危惧してお

りますので、どのようなことで、学校教育係と社会教育係を一緒にするという意図は分か

るんですけれども、それを踏まえた上でもあの位置にあのような状態で設置する必要があ

ったのかどうか、その理由などについてお聞かせください。 

 最後に、３番目になりますけれども、町長と教育委員会の連携についてということで、

昨年度いろいろな問題があった際に町長にもお話ししたことがあるとは思いますけれど

も、教育委員会と町長部局は別組織であるから教育委員会のほうに任せていると。それは

政治的中立性を保つという意味でもそのようになっているのは分かるんですけれども、子

供のこと関しましては福祉課も関係することですし、子供の心の問題であれば保健衛生課

も関わってくることだと思います。何か問題があったときには、教育長を任命しているの

が町長でありますので、責任がないというわけではないと思います。今後そのような問題

が起きないことを願いますけれども、町長と教育委員会の連携についてどのようにお考え

かお聞かせください。 
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○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 森議員の教育委員会についての質問にお答えします。 

 （１）放課後子ども教室についての質問①の現状、問題点、今後の課題につきまして

は、放課後子ども教室の現状は、９月１日現在の在籍児童が東野教室１３名、大崎教室２

０名、木江教室１３名の計４６名です。スタッフは、常勤４名、臨時５名の体制です。 

 教室の問題点としては、現在のコロナ禍のため、地域住民と触れ合いながらの体験活動

の場が持てていないこと、対象児童の多い大崎教室において令和２年度までの常勤スタッ

フ３名が退職したことに伴う人員不足の問題が上げられます。８月末までは、臨時スタッ

フによるシフト編制と社会教育係員のフォローにより運営してきました。 

 今後の課題としては、これまで取り組んできた以上にスタッフの涵養に努め、人員不足

を解消し、教室運営の安定化を実現していくことと考えております。 

 質問②の不適切事案の報告、再発防止のための取組につきましては、放課後子ども教室

は、教室が子供たちにとって安全・安心な場になること、これを常に念頭に置き運営して

いきますが、万一、不適切な事案が発生した場合、放課後子ども教室実施要綱及び安全管

理マニュアルにのっとり、スタッフからコーディネーター、教育委員会事務局への報告を

迅速に行い、事実確認をした上で原因の究明を図ります。このとき、保護者との連携も重

要と考えております。再発を防止するためには、不適切事案の問題性をスタッフ間で共有

し、再発防止策を練り上げ、それを実行していくことが必要と考えます。事案の内容によ

りましては、運営会議の開催も視野に入れ、教室の円滑な運営を遂行してまいります。 

 質問③の職員の研修につきましては、昨年度１回、今年度は７月２０日にスタッフ１１

名中９名の参加により開催をしました。内容は、全部改正をしました放課後子ども教室の

実施要綱と安全管理マニュアルの説明と会計年度任用職員の服務等をテーマとしました。

今年度は新たに任用された職員も多く、放課後子ども教室のスタッフとして遵守すべき事

項に関して研修の中で確認を行ったところです。 

 質問④の会計年度任用職員につきましては、地方公務員法及び地方自治法の改正により

令和２年４月から施行された制度であり、自治体において雇用されていた臨時的任用職員

や非常勤職員の多くが会計年度任用職員という身分に移行されました。放課後子ども教室

のスタッフも、臨時的任用職員から会計年度任用職員となっております。会計年度任用職

員は、地方公務員法が適用される一般職の地方公務員となり、一般の公務員同様、守秘義

務や信用失墜行為の禁止、こういった服務規律が適用となっております。 
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 この会計年度任用職員の人事評価につきましては、１次評価者が課長、２次評価者が教

育長になります。今年度任用時に、会計年度任用職員には人事評価のこともあるというよ

うなことを説明いたしております。 

 続きまして、質問⑤のコーディネーターにつきましては、放課後子ども教室の事業の関

係者間の連携や事業の企画調整を担当するスタッフとなっております。今年度の公募では

コーディネーターの応募がなく、欠員となっておりました。このため、社会教育係の放課

後子ども教室の担当者がコーディネーター業務を兼務する形でこの間対応しておりました

けれども、今月９月よりコーディネーターを任用することができましたので、コーディネ

ーター業務を引き継ぐことといたしております。 

 続いて、質問⑥の入会対象児童及び利用条件につきましては、大崎上島町放課後子ども

教室実施要綱の中で規定しております。入会対象者は、大崎上島町に住所を有する小学生

で、当該児童の保護者が就労、その他の理由により、学校終了後に家庭において保護者の

監護が受けられない児童が対象となります。放課後子ども教室の各教室の定員は、それぞ

れ３０名となっております。 

 そして、先ほどの森議員の提案の中で、４月１日以降、タイムラグがあるという話があ

りましたけれども、今年度は小学校の入学式が４月７日でございました。では、４月１日

から６日までの期間、これはどうなるんだということですけれども、４月１日以降、子供

さんは、児童は小学生のというふうな形で捉えられますので、３月に入会申込みをしてい

ただければ４月１日以降、在籍することは可能と考えております。 

 質問⑦の新・放課後子ども総合プランにつきましては、我が国の共働きの家庭が直面す

る小１の壁を打破し、待機児童を解消する観点から、厚労省と文科省が連携し、平成３０

年に策定したプランになります。プランが掲げる目標は、国内の放課後児童クラブを追加

で２５万人分整備する、全ての小学校区で放課後児童クラブと放課後子ども教室の両事業

を一体的に実施することを目指すことが上げられております。 

 本町におきましても、令和２年３月に策定された第２期大崎上島町子ども・子育て支援

事業計画におきまして、児童が放課後を安全・安心に過ごせる活動の拠点を提供するため

に放課後子ども教室を各小学校区ごとに運営することを掲示しており、放課後の子供の居

場所を確保してまいります。 

 続いて、（２）の教育委員会の設置場所につきましては、大崎上島町教育委員会位置設

定規則により、教育委員会は大崎上島町中野２０６７番地１に置くと定められておりま
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す。この番地は、役場大崎支所に当たります。 

 ご指摘の、社会教育係と学校総務のほうが一緒になったと、プライバシーに関係する部

分については支所のセンターに位置するああいったところでは不適切ではないかというご

指摘がございましたけれども、プライバシーに関係する部分についてのご相談、そういっ

た場合には別室を確保して対応するようにいたしております。そして、教育課の職員が一

つの場所に位置するということで、管理職の目が行き届くということ、そして係同士の連

係プレーといったものも生まれてまいりますので、一つにするというメリットはあったと

いうふうに考えております。 

 そして、最後になりますけれども、（３）の町長と教育委員会の連携につきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第１項の規定に基づき、町長と教育

委員会が連携し、地域の実情に応じた教育行政を推進するため、大崎上島町総合教育会議

が設置されており、同会議では大崎上島町教育大綱の策定、教育を行うための諸条件の整

備、地域の実情に応じた教育及び文化の振興を図るため、重点的に講ずべき施策を連携し

て協議しているところです。また、日常から町長と教育長の意見交換を必要に応じて行う

など、連携を密に取りながら各種業務を推進しているところです。 

 以上、答弁といたします。よろしくお願いします。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 現状のところで、常勤が４名ということでありますけれども、こ

ちらの大崎教室、東野教室、木江教室の割合というか、人数の割合についてお知らせくだ

さい。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 常勤のところでよろしいですか。 

○８番（森 ルイ君） はい。 

○教育課長（有田芳徳君） 常勤は、木江が１名、大崎が１名、東野の教室が２名となっ

ております。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 大崎教室の常勤１名というのは、何月から大崎教室に１名いらっ

しゃるのでしょうか。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 大崎教室の常勤１名は、コーディネーターの１名です。９月
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１日から任用しております。勤務時間は９時３０分から１８時まで、休憩時間は昼休み１

時間を取っております。午前中は、教育委員会の中で社会教育係の業務を手伝っていただ

く、コーディネーター業務をこなしながら２時３０分以降は大崎教室に出向いて大崎教室

を担当していただくことになっております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） コーディネーター業務というのは３つの教室を総合的に見て勤務

するものだと思いますけれども、大崎教室の１名として常勤にカウントして勤務している

ということで、例えば大崎教室に勤務している間に木江教室、東野教室で突発事案などが

あった場合はコーディネーターとしてどのように対応するのでしょうか。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 森議員のおっしゃるとおり、コーディネーター業務と大崎教

室の業務を重複するというのは、これは本来の姿ではないかと思います。ただ、大崎教室

の常勤がゼロという現況を打破するということを含めて、コーディネーター業務と大崎教

室を重複する形にしてまいりました。万一、同じタイミングでコーディネーター業務が発

生した場合は、社会教育係の担当者、こちらのほうで連携、フォローするというような形

で考えております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 社会教育係の係長と係員２名、３月末で皆さん異動だったり、辞

職された方がいらっしゃいますけれども、この３名の方たちが問題解決について昨年取り

組んでいらっしゃいました。この方たちが、３月末で大崎教室の常勤が３名いなくなると

いうことで東野教室の２名の常勤のうち１名を大崎教室に回してほしいという申出があっ

たと思うんですけれども、それは受け入れられなかったと聞いております。その理由につ

いてはよく分からないんですけれども、会計年度任用職員に関しましては３教室どこで勤

務することもあり得るという条件で採用されていると思いますが、東野教室の２名を大崎

教室に１名で、木江と大崎と東で１名ずつ常勤を置いてそのほかを臨時でカバーするとい

うことができなかった理由についてお聞かせください。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） ご指摘の大崎教室に東野教室のスタッフを回せなかった理由
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ですけれども、３つの教室の中で大崎教室にいろいろ問題点があって職員の方がいなくな

ったと。ここで、安定している東野教室から大崎教室に１名スタッフを回してというの

は、これは一つ善後策としてはよいというふうに考えられるかもしれませんけれども、事

務局としましては安定している２つの木江と東はそのままキープしたいと、大崎を何とか

立て直していくというふうな観点から、東野から大崎へ移すという形ではなくて大崎の中

で頑張ろうというふうな形で考えました。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 現場の状況といたしましては、４月１日以降、初めて放課後子ど

も教室で勤務する臨時の職員が集まってシフトを春休み中、回していたという状態で、そ

の後も同じメンバーでシフトを回していたと思うんですけれども、全く何も分からない状

態からスタートするという状況で、一人でも常勤の方がいればその方に今までのことを引

き継いで、そこで常勤の方に指揮を執ってもらって臨時の方たちが今までと変わらないよ

うな形で子供に接することができたんではないかなと思うんですけれども、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 先ほどの答弁の繰り返しになるようになりますけれども、ま

ずは東野教室、木江教室は安定してるのでこちらは守りたいと、１人スタッフを大崎へ持

ってくることによって安定している教室についても支障を来す、こういったことを避けた

いというふうに考えました。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） １つ目についてはそのようなご回答をいただきまして、次に移り

ますけれども、総務福祉文教委員会で８月２４日、教育委員会のほうからの報告として不

適切事案の今後の取組について幾つか上げられておりますが、この点についてどのように

取り組まれたかお知らせください。スタッフの資質の向上の取組、これについては研修と

いうことになると思いますけれども、昨年度１回、今年度１回ということで先ほどお話が

ありました。それで資質向上の取組として十分であるか。また、不適切な指導があった場

合の教育課としての積極的な関わりということでありますけれども、これについては先ほ

どのコーディネーターが関わるということであるのか、課長や教育長も含めて関わるとい
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うことであるのかお聞かせください。 

 また、子ども教室の透明性の確保、アンケートの実施とありますが、このアンケートを

昨年１回行われたと思いますが、今年度行われたのかどうかお聞かせください。また、わ

くわくスクールだより等の発行による見える化とありますが、これが何回ぐらい発行され

たのかお知らせください。 

 大崎教室の人員配置の工夫と増員ということでありますけれども、この人員配置に関し

ましては先ほど何回か質問しましたが、ほかの教室が落ち着いているからということで臨

時のみで運営していたということで、この件については結構です。ほかの点についてお答

えください。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 昨年に行った研修内容、それを踏まえて今年度研修を行いま

したけれども、各１回では少ないかなというふうに考えております。まず、教室の運営を

やっていくということでなかなか研修の時間が取れないというふうなこともありましたけ

れども、やはり課題はきっちり共有をしてということで、研修は充実をさせていきたいと

いうふうに考えております。 

 そして、アンケートにつきましては、昨年度実施をして回答しましたけれども、今年度

はまだ実施ができておりません。これについても昨年度の反省を踏まえて、アンケートの

内容、そしてアンケート結果の周知方法についても、昨年度の足らなかった部分を勘案し

ながら進めていきたいと思います。 

 あと、わくわくスクールだより、これにつきましては、これもタイムリーに発行をして

いく必要があるわけなんですけれども、今年度はまだたしか１回ぐらいしか配布ができて

いない状態なので、これについてももう一回足元を見詰め直しながら、回数と、あと情報

提供をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 最初にお伺いした内容の④の会計年度任用職員についての服務の

宣誓、条件付採用についてのご回答がなかったので、これについてお聞かせください。ま

た、人事評価については課長と教育長ということでありますが、課長が現場にいることは

ないんですが、どのように評価をされるのかお知らせください。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 
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○教育課長（有田芳徳君） すみません、回答が漏れていたようです。 

 まず、会計年度任用職員の服務の宣誓については、これは行っておりません。行わない

ことができるというふうなことで確認をしているところです。 

 そして、人事評価の部分につきましては、ご指摘のようになかなか私が現場に行けない

っていうふうなことも踏まえて、じゃあ実際どういったことで評価をするかっていうこと

になりますけれども、会計年度任用職員の評価については我々常勤職員とはまた違う割と

シンプルな内容で評価をしておりますので、きっちりスタッフでしなければならない内容

が励行できているかどうか、そういったことを確認して、できていればいい評価をしてい

くというような形でこの間実施をしております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 人事評価に関しましては、人事評価実施規程のようなものを教育

委員会として定めているのかお聞かせください。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） これは、教育委員会独自のものはございません。大崎上島町

全体の人事評価制度の中の会計年度任用職員の関係のところのルールというか、そういっ

たものにのっとって実施をしております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 先ほどのお答えですと、課長が聞き取りのような形で人事評価

を、面談を行ってやるということでしょうか、人事評価に関して。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 実際、面談までは行っておりませんけれども、これは面談を

しなければ把握できないといった場合については面談をしたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 新・放課後子ども総合プランに関しまして、もともと大崎上島町

は放課後児童クラブということで運営されていたものを、放課後子ども教室、放課後児童

クラブに関しては厚生労働省の管轄で福祉課が担当となります。放課後子ども教室に関し
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ては文部科学省で教育委員会ということになりますけれども、その２つを一体化するとい

う方向でこの新・放課後子ども総合プランがあるかと思いますが、現状として名前は放課

後子ども教室なんですが、実情は放課後児童クラブのようになってると思います。今後、

どのような形で進めていくのかお聞かせください。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 森議員のおっしゃるとおり、放課後児童クラブ、放課後子ど

も教室がある中で、現行のうちの教室が児童クラブのていに近いんじゃないかというよう

なご指摘がございました。これは、まさしく放課後の保護者の管理ができない子供たちを

受け入れるということで、これは放課後児童クラブの定義にございます。子ども教室の場

合は、全ての子供、希望者を受け入れるという形にはなっておりますけれども、大崎上島

町の部分でいきますと、まず放課後の保護者の管理、安全・安心な場を確保するというふ

うなことから、放課後児童クラブの定義と子ども教室、こちらを地域の実情に応じた形で

今運営をしているのかなというふうに考えております。 

 そして、児童クラブっていうふうな形で運営がなぜできないのかといいますと、児童ク

ラブということになるとこれは法の根拠が必要になってくるから、厚労省の関係ですけれ

ども、それとあわせて指導する方が研修を受けて、実際資格まではいかないですけれど

も、そういうふうな研修を受ける必要がございます。そういったところで、これを子ども

教室でそういった形をやっていこうとするとそれだけのスタッフは確保できないというふ

うに現行では考えておりますので、国のプランでは児童クラブと教室の一体型というふう

なことがありますけれども、大崎上島町は現在の状況を踏まえて、子ども教室、こちらを

継承すると。この間、いろんなご指摘を受けてる事項もございますので、こういったこと

をきっちりしていきながら、あるべき姿の放課後子ども教室にしていきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 放課後子ども総合プランについては今のお答えで結構です。 

 最後に、会計年度任用職員の臨時職員として、夏休みにシフトに入っていた人員として

教育委員会の給食調理員や教育補助員の方がいらしたと思います。その方たち、今手元に

あるものはインターネットに、町のホームページに出ているものなんですけれども、報酬

として時給が書かれているんですが、時給がそれぞれ違いまして、教育補助員と給食調理
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員と、放課後子ども教室が一番低いんですけれども、この方たちに応援という形で放課後

子ども教室の勤務に入っていただいていたと思うんですが、この場合の時給の計算ってい

うのは元の職務の、例えば給食調理員であれば給食調理員の時給を当てて計算されている

んですか。それとも、放課後子ども教室に派遣という状態になっている期間は放課後子ど

も教室の時給に合わせているんでしょうか。 

○議長（尾尻康二君） 教育課長。 

○教育課長（有田芳徳君） 後者のほうになります。放課後子ども教室の任用で来ていた

だいておりますので、放課後子ども教室の報酬金額になります。会計年度任用職員は兼務

がオーケーということで、給食調理員の方、あと教育の補助員さん、こちらは学校が長期

休暇の場合は仕事がなくなりますので、片や放課後子ども教室は夏休みに午前８時から午

後６時まで勤務をしていただくということで、当然７．５時間以上の勤務を超える場合は

お一人ではっていうことになりますので、夏季休業中のスタッフの確保といったもので、

調理員の方、教育補助員の方で協力していただける方を任用して事業を回しました。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 教育長は、本日一番最初にご挨拶いただいておりますけれども、

今までの、昨年度の問題を踏まえて今後放課後子ども教室についてどのようにされるかお

答えいただければと思います。 

○議長（尾尻康二君） 教育長。 

○教育長（恵良隆久君） 昨年度までの問題については、文書、口頭等で幾らか把握はし

ております。しかしながら、私に課せられた課題は、今目の前にいる子供たちにいかに安

心・安全な生活を保証するかというようなことでございますので、まずそこに力点を置い

て行政を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員。 

○８番（森 ルイ君） すみません、最後に１点なんですけれども、子供を守るという観

点から、例えば不審者が放課後子ども教室の敷地内に入ってきたというような事案があっ

た場合に、実際にそういうようなことが昨年度ありましたので、職員の方たちがすぐに例

えば警察に連絡するなり、教育委員会に連絡するなり、職員室に行くなりっていう対応が

取れなかったということがありました。これに関しては研修でそのようなことを、緊急事
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案にどのように対応するかということは研修でされているとは思いますけれども、１点、

刑事訴訟法におきまして２３９条第２項に、官吏、公吏はその職務を行うことにより犯罪

があると思料されるときは告発をしなければならないとあります。官吏、公吏というの

は、国家公務員、地方公務員、公務員になりますけれども、職務に当たって何か犯罪にな

るようなことがあった場合にはそれを告発するっていうことがあります。それについても

頭の片隅に置いておいていただいたらと思います。それは、そのような事案があった場合

に組織として対応していただきたいという思いがあります。職員個人に任せるのではなく

て、組織としてそのような対応をするべきだと思っておりますので、今後はそのようにお

願いします。 

 １つ目の質問は以上です。 

○議長（尾尻康二君） １人１時間以内なんで。４５分までで、２問目は。お願いしま

す。 

 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 質問の２つ目になります。 

 ジェンダー平等についてですけれども、ＳＤＧｓの中にも定められておりますが、２０

２１年３月、世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数によると、２０２１

年の日本の順位は１５６か国中１２０位となっておりました。ジェンダーギャップ指数

は、経済、教育、医療、政治の４分野１４項目のデータで各国の男女の格差を分析した指

数で、特に政治分野の順位が低く１４７位となっております。私も議員になる前に傍聴し

たことがありますけれども、議員と執行部の中に女性の姿が少ないなというのを感じまし

た。それに関しまして、大崎上島町では令和２年３月、大崎上島町第２次男女共同参画推

進計画というものがありまして、男女共同参画社会について考えられているものと思いま

すが、これについてお伺いします。 

 １つ目、現状、問題点、今後の課題について。２つ目、町職員の――これは役場の職員

ということです――女性管理職の割合について。地域内の役職、区長などにおける女性の

割合について。町の取組について。５番目、ジェンダー教育について。 

 （２）としてＬＧＢＴＱ＋についてとあります。 

 ＬＧＢＴにつきましては、テレビや新聞、報道で耳にしたり、目にしたりする機会も増

えたとは思うんですけれども、本日、私、議員バッジの下にレインボーのリボンをつけて

おりますが、これは福山市から送っていただいたものです。ＬＧＢＴの取組について広島
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県内で調べていたところ、福山市では積極的にこのような職員さん手作りのリボンを配る

ことによって、またこのような啓発のチラシを配ることによってＬＧＢＴに対する理解の

促進、並びにその方たちを理解し支援するという方に対してこのようなバッジを配付して

いるということでありました。 

 大崎上島町では、なかなか当事者の方を目にするというか、そういう話を聞いたことが

ないということは多いと思うんですけれども、ＬＧＢＴＱ、Ｌがレズビアン、女性に恋愛

感情を持つ女性、Ｇがゲイ、男性に恋愛感情を持つ男性、Ｂについてはバイセクシュア

ル、両方の性について恋愛感情を持つ方、Ｔについてはトランスジェンダー、このＬＧＢ

とＴに関しましては分ける必要があるんですけれども、トランスジェンダー、性同一性障

害という言葉もありますし、性同一性障害については精神的な問題とされてきておりまし

たが、スイスのジュネーブで開かれている世界保健機関、ＷＨＯの総会で２０１９年から

性同一性障害が精神障害の分類から除外されたということもありまして、今後は戸籍上の

男性、女性の区分を変えるということの手続に関しては日本でも法の整備が進むことと思

われます。ＬＧＢＴＱ＋の当事者の方に関しては、調査によって違うんですけれども、

３％から１０％、約８％。大崎上島町の人口７，２００人としまして、８％としますと５

７６人、この数は決して少なくない数であると思います。 

 また、ＬＧＢＴという言葉に代わりましてＳＯＧＩという言葉を使う自治体も増えてき

ています。ＬＧＢＴＱとなりますと特定の方たちを指定するような形になりますけれど

も、ＳＯＧＩという概念におきましては、ＳＯがセクシュアルオリエンテーション、性的

指向、ＧＩが性自認、ジェンダーアイデンティティーということで、全ての方に該当する

ことになります。これに関してはソジハラというものもありまして、このようなことを原

因として差別などを行うことは禁止されています。 

 これを踏まえまして、質問（２）のＬＧＢＴＱ＋について。 

 １つ目、町立幼稚園、小学校、中学校の教員、職員に対する研修についてです。町立幼

稚園を入れてますのは、当事者の方によっては３歳ぐらいから違和感を感じているという

ことがあるからでございます。 

 ②町の職員に対する研修について。町の職員に対しましてどのような研修が行われてい

るかお聞かせください。 

 ③町民に向けた理解促進、支援のための取組について。なかなか町のいろんな価値観が

ある中で、このような概念を理解してもらうには時間がかかるかとは思うんですけれど
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も、町の姿勢としてこのような方たちに理解を示し、支援していくということを示すこと

は大事なことで、そこから町民に向けて輪が広がっていくのではないかと思います。 

 ４番目の合理的配慮につきましては、学校でトイレや更衣室、また中学校におきまして

は制服や髪形、これにつきまして男性、女性の区別をすることによって嫌な思いをするこ

とがないように求めるものです。 

 ５番目の申請書などについての公文書の性別欄削除について。これも必要のないものに

ついては性別欄を削除するという動きに世の中がなっておりますので、これについて町と

してどのように対応されるかお聞かせください。 

 最後になりますが、パートナーシップ条例についてですが、広島県におきましては現在

広島市が取り入れておりまして、そのほか１１市町が広島県内では検討しているという段

階です。この中に大崎上島町の名前は残念ながらなかったんですけれども、大崎上島町と

しても世の中の流れに合わせまして、大崎上島町にこのような当事者の方がいないわけで

はないと思うので、積極的に取り組んでいただけたらと思います。 

 これらについてお答えください。 

○議長（尾尻康二君） 住民課長。 

○住民課長（柿本賢士君） 森議員の質問にお答えします。 

 男女共同参画社会についてですが、大崎上島町では、令和元年７月に男女共同参画に関

する住民意識調査を実施いたしました。その結果、男女共同参画社会の言葉の認知度は高

くても、高齢になるほど男女の固定的な性別役割分担の意識が強く、地域全体に男女共同

参画の理念が浸透しているとは言い難い状況が明らかになっております。 

 また、行政における各種審議会、管理職、地域やＰＴＡ役員等の女性の比率は低く、あ

らゆる分野で政策や方針の決定過程への女性の参画が十分とは言えません。町内において

は、各種審議会等における女性委員の割合を増やすことなど、関係部署と協議を行い、女

性の参画が進むように努めます。 

 ２番の町職員の女性管理職の割合についてですが、町長部局の町管理職は１１名中女性

１名であります。係長職につきましては、２２名中１０名が女性です。 

 ３番の地域内の役割、区長などにおける女性の割合についてですが、大崎上島町内２地

区の女性役員の割合につきましては、町内３６区のうち女性の区長は２名となっておりま

す。 

 ④番、町の取組についてでございますが、町では、令和２年度から令和６年度までの第
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２次男女共同参画推進計画を策定し、町内地域、各職場、家庭、学校での継続的な周知、

啓発等を行い、意識づくりを進めております。広報大崎上島による啓発、小地域学習会、

企業関係者等人権推進協議会での研修などを行いましたが、まだまだ十分な取組ができて

いないのが現状です。本年度中に推進計画の検証を実施し、啓発活動や情報の発信等に取

り組み、地域、職場、家庭、学校等で、互いに認め合い支え合い、自ら輝くことを基本理

念に男女共同参画の推進を図ります。 

 ５番のジェンダー教育についてでございますが、ジェンダー教育について、アンケート

の結果から若年層において男女共同参画の関心が低いことが明らかになっています。家庭

における男女平等の意識づくりのため、広報等による啓発や、学校における男女共同参画

の教育、学習機会の拡充を関係課と共に図ります。 

 （２）番、ＬＧＢＴＱ＋についてでございます。 

 ①番、町立幼稚園、小学校、中学校の教員、職員に対する研修についてでございます

が、ＬＧＢＴＱ＋に関する幼・小・中の教職員に関する研修会は、この間は実施していま

せん。この件につきましては、児童・生徒に対するきめ細やかな対応が求められますの

で、校園長会で関連する情報を提供するとともに教職員の人権意識向上を図ってまいりま

す。 

 ②番の町の職員に対する研修についてですが、令和元年に県主催のＬＧＢＴ研修に２名

の職員が参加をしました。町の職員に対する研修につきましては、職員の人権意識を高め

るとともに、人権問題を正しく理解し、行政の立場から人権問題の解決を図ることを目的

とした人権問題研修会を毎年開催していますが、ＬＧＢＴＱ＋を取り上げての研修は開催

していません。ＬＧＢＴＱ＋の方の尊厳が守られ、安心して暮らせるまちづくりの実現に

向け、職員研修を実施してまいります。 

 ③番、町民に向けた理解促進、支援のための取組についてでございますが、昨年度、大

崎上島町企業関係者等人権推進協議会の研修において、ハラスメント、ＬＧＢＴに関する

研修を行い、県主催のＬＧＢＴ研修へ町民２名に参加いただきました。広報大崎上島の人

権の視点で、男女共同参画及びＬＧＢＴＱ＋についての啓発を引き続き行うとともに、あ

らゆる機会を通じて町民にＬＧＢＴＱ＋への理解を促してまいります。 

 ④番、合理的配慮についてでございます。 

 合理的配慮について、町内公共施設に設置しているトイレは、障害者用の表示となって

いるところが多く、ＬＧＢＴＱ＋の方が抵抗感なく利用できる十分な配慮とはなっていま
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せん。気軽に利用できるように表示について検討するとともに、新設のトイレについても

配慮していきます。 

 各職場の更衣室やトイレの利用については、企業関係者等人権推進協議会や各種研修会

等で理解と配慮について周知していきます。 

 学校における配慮については、教職員や児童・生徒がＬＧＢＴＱ＋について十分理解

し、相談、対処ができるよう取り組み、合理的配慮について進めてまいります。 

 ５番の申請書など公文書の性別欄削除についてでございます。 

 町に提出する申請書等のうち、その業務に必要のない性別記載がある様式については、

現在各担当課で記載の要否を検討しており、法令等の根拠があるもの、または業務上の必

要があるものを除き、原則的に性別欄を削除する方針で見直しを進めてまいります。 

 また、国、県事務に係る申請書等について、必要のない性別記載は削除するよう要望を

してまいります。 

 ６番のパートナーシップ条例についてです。 

 大崎上島町は、パートナーシップ条例が制定されてはいませんが、ＬＧＢＴＱ＋の方が

相続等、法務関係での判断で不利益、十分な理解や配慮がされてないことは認識していま

す。性的マイノリティーの方の尊厳と人権が尊重され、あらゆる住民が安心して暮らせる

よう、条例の制定を検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 森議員に申し上げます。発言時間が来ますので、簡潔にお願いし

ます。 

 森議員。 

○８番（森 ルイ君） 前向きなご答弁、ありがとうございました。 

 最後に、町長から一言、パートナーシップ条例についてお聞かせいただけますでしょう

か。 

○議長（尾尻康二君） 町長。 

○町長（高田幸典君） 担当課長が申したように、中身をしっかり勉強して、制定に向け

て努力をしてまいりたいと思います。 

○議長（尾尻康二君） これで森 ルイ議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

 １３時より再開いたします。 
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            午前１１時４５分 休憩 

            午後 １時００分 再開 

○議長（尾尻康二君） 休憩を解いて会議を再開します。 

 次に、渡辺年範議員の発言を許します。 

 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） １問質問させていただきます。 

 社会福祉法人と社会福祉協議会との違いはということで質問させていただきます。 

 両方とも行政の直属機関じゃないので質問するのはどうなんかなという思いがあったん

ですけども、事業委託をしている関係とか、補助金を出している関係とかというのがある

と思いますので、あえて質問させていただきました。また、みゆきが問題になったときに

みゆきと美浜の違いを理解されていない住民の方がかなりおられたということなんで、社

会福祉法人と社会福祉協議会の違いというのもあまり理解されていない方がおられるんじ

ゃないかという意味であえて質問させていただきます。 

 町内には、福祉事業関係に関わる法人として、社会福祉法人大崎福祉会美浜とひがしの

会みゆきと、社会福祉協議会の２つの機関がある。しかし、この２つの機関の違いを理解

されていない町民の方がいるのではと思い、私もその一人かも分かりませんが、あえて質

問いたします。この法人の存在根拠はということは、法的にどういう位置で存在している

のか。それと、財源の違いは。事業内容の違いはどうなのか。また、それぞれの機関への

行政の関わり方、どのように関わっているのか、その違いを説明してください。 

○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 渡辺議員の質問にお答えします。 

 町内の特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人と同じく社会福祉法人である社会福

祉協議会の相違点についてお答えします。 

 まず、１点目の法人の法的根拠ですが、町内の特養では、社会福祉法第２条に規定する

事業のうち、公共性が特に高く、かつ社会的弱者を対象として生活の大部分を施設で過ご

すような事業等を広島県から許可を得て運営しています。一方、社会福祉協議会は、社会

福祉法第１０９条の規定に基づき設立された団体で、地域福祉の推進を図ることを目的と

する団体として位置づけられております。 

 質問２点目の財源の違いについては、特別養護老人ホーム等の社会福祉事業を行う主な

財源については、介護保険事業による介護報酬や利用者負担金収入などです。社会福祉協
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議会は、会員からの会費、共同募金の配分金、寄附金、町の補助金及び受託事業費などが

主な財源となります。 

 質問３点目の事業内容の違いについては、大崎福祉会、ひがしの会の主な事業は、介護

認定を受けた方が利用する介護保険サービスで、入所系サービスの特別養護老人ホーム、

通所系サービスのデイサービス、訪問系サービスのホームヘルプ、短期滞在系サービスの

ショートステイや配食サービス等で、ひがしの会については居住系サービスのグループホ

ームも運営しています。社会福祉協議会は、地域福祉を推進する公共的な組織であり、地

域の人々が安心して生活することができる福祉のまちづくりの実現を目指し、ふれあいサ

ロンや社協ふれあいサービス事業等の福祉サービスや相談活動、困り事のある人とお手伝

いできる人が支え合い、助け合う活動のかみじまネット、町からの委託事業の高齢者巡回

相談員派遣事業、外出支援サービスなど様々な活動を行っています。 

 質問４点目のそれぞれの機関への関わり方については、介護保険サービス事業者である

大崎福祉会、ひがしの会とは、在宅サービスから施設サービスまで継続的に提供していく

ため、事業者と連携し、介護サービスの安定化に努めています。社会福祉協議会は、地域

福祉の中心的な団体であり、連携を強化して社会福祉事業の活動を支援しています。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） ありがとうございます。大まかな内容としては分かりました。 

 じゃあ、一つずつ、私の理解している部分も含めて、改めて伺っていきます。 

 まず、社会福祉協議会なんですけど、これは社会福祉法の１０９条に基づく民間団体と

いうことですね。それで、なぜこの質問をしたかというたら、社協イコール行政ではない

かという勘違いをしている方が、中にはおられる方がおって、そういう意味も含めて質問

させていただくんですが、これは公益法人ということで民間団体です。 

 それで、社会福祉法というのは民法の特別法から成っとるんで法人の形態からいえば社

団法人ということで、ある人間が集まってその人間がどうするかという方向性を決めて、

後は財源をどう求めるかというのが社団法人なんですけども、早う言やあ株式会社みたい

なもんなんですけど、それでさっき財源云々かんぬんの話になるんですが、社会福祉協議

会の財源としては会員の会費と、共同募金の寄附金の割合をもらうとか、一般会員の方あ

るいは賛助会員の方、また特別会員の方からの寄附ということで成り立っているというこ

とで、財源的には会員さんの寄附ということで成り立っているということです。それと一
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方、社会福祉法人としては、これは法人の形としては財団法人という形を取っておりまし

て、財産的なものがあってそのものをどう活用するかということが決まって、その方がそ

の財源をどう利用するかということが、利用していくことが社団法人ということになるん

ですけども、だから社会福祉法人としての収入源としては社会福祉法人が事業を行って、

その事業の収益から法人を運営していくという形を取っているということなんですけど、

この理解でよろしいでしょうか。 

○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 先ほど説明しましたように、社会福祉法人で、大崎福祉会、

ひがしの会さんについては介護保険サービス事業の収益が主な財源となっており、社会福

祉協議会のほうは、先ほど申しましたが、会員様からの会費とか、もろもろ会員の会費に

よるものになっております。 

○議長（尾尻康二君） 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） それで、事業内容の違いということなんですけども、社会福祉協

議会、社協のほうの事業としては、介護保険サービスによる提供とか、地域包括センタ

ー、あるいは車椅子の貸出し、サロンの活動、あるいは生活福祉資金貸付制度とか、いわ

ゆる行政からの委託事業なんかも含まれているんですよね。逆に、社会福祉法人として行

政が委託事業をしているということはあるんですか。 

○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 行政から協議会のほうですか。 

○３番（渡辺年範君） 社協じゃなくて福祉法人、いいですか。ごめんなさい。 

○議長（尾尻康二君） 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） 社協の場合は、行政から社協に対して業務委託というのはかなり

していますよね。ほんで、社会福祉法人のほうに対しては行政から何らかの委託業務とい

うのは行われているんですか。 

○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 介護関係でいえば、配食サービスとかを委託しております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） それだけですか。社協のほうはもっとたくさんの委託事業を行わ

れていると思うんですけども、社協のほうの委託事業を数点挙げていただければ。 
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○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 社協へ委託している事業としましては、高齢者巡回相談員派

遣事業、外出支援サービス事業、生野島デイサービス事業等、いろいろ委託しておりま

す。 

○議長（尾尻康二君） 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） 社協のほうが委託事業が多いということで理解できるんですけれ

ども、その機関への関わり方ということで、補助金を出している格好もあるんですけど

も、その補助金申請ということで、どういう形で補助金申請というのをされているんです

か。社協の場合は、事業を委託することで補助金を出すという格好になるんです。それ

と、社会福祉法人のほうは副食のサービスだけでなくていろんな形で補助金を出す場合が

あると思うんですけども、その補助金の出し方の違いというか、同じなら同じ、違うなら

違うで説明していただければと思うんですけども。 

○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） 社会福祉協議会への補助金は、人件費補助が主なものとなっ

ております。そのほかについては委託しております。社会福祉法人ひがしの会さん、大崎

福祉会については、その都度その都度、建物とか施設整備に困窮した場合には協議しなが

ら補助金を出しております。 

○議長（尾尻康二君） 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） 委託事業としては、委託したときに委託料を出すということです

ね。それで、あと補助金の場合は、請求があったときというか、補助してくださいという

お願いがあったときに出すということでいいんですね。分かりました。 

 それで、あと今回みゆきが特養に変わりましたよね。特養に変わったということで、こ

れから行政がどのように関わっていくのか。美浜――簡単に美浜とさせてもらいます――

と同じような格好で関わっていくのか、その辺を教えていただければと思います。 

○議長（尾尻康二君） 福祉課長。 

○福祉課長（池田真二君） ひがしの会も大崎福祉会も同じ社会福祉法人となります。で

すので、同じように対応させていただきたいと考えております。 

○議長（尾尻康二君） 渡辺議員。 

○３番（渡辺年範君） 大体大まかな違いで、大体分かったと思うんですけども、私もこ

れを質問したときに理解してないところがかなりありまして、社会福祉法を六法で見たろ
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う思うたら小六法には載ってなくて仕方なくインターネットで引いてみたんですけども、

なかなか細かいことがいっぱい書いて難しい部分もあるんですけども、大きな違いといえ

ばそういうことで、これからもいろいろ両方の福祉関係に関する機関として関わっていか

にゃあいかんということなんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○議長（尾尻康二君） これで渡辺年範議員の一般質問を終わります。 

 次に、閑田大祐議員の発言を許します。 

 閑田議員。 

○１番（閑田大祐君） 本日は２問通告いたしております。 

 １問目、教育の島構想の行方はということでお伺いいたします。 

 大崎上島町が教育の島構想を掲げて久しいが、そのフラッグシップとして大学誘致構想

がありましたが、最近全く聞かなくなりました。現在はどのような考え方でどのような取

組をしておられるのかお伺いいたします。 

○議長（尾尻康二君） 企画課長。 

○企画課長（川本亮之君） 閑田議員の質問にお答えします。 

 本町では、第２次長期総合計画を町政の最上位計画とし、その下で地方創生を進めてい

く第２次まち・ひと・しごと総合戦略を策定し、多様な人材を育てる教育の島づくりを進

めることを最重点施策の一つとして教育の島の実現を目指しております。 

 大学誘致構想につきましては、２０１６年１月１８日に、アメリカのアトランティック

大学とアショカ認定大学を設置するため、その実現に向けて様々な可能性を探究するとい

う覚書を締結し、その一環としてサマースクールや海外の複数大学による教育交流等の取

組を大学誘致支援団体の一般社団法人ＡＵＳＴと共に実施してまいりましたが、現時点で

はアトランティック大学が独自に施設を整備し、進出されるということは困難な状況であ

ると認識しております。この中で、令和２年４月に一般社団法人ＡＵＳＴがアトランティ

ック大学と連携した私塾、瀬戸内グローバルアカデミーを設立しました。この私塾では、

所定の授業を受講し単位を取得した学生がアトランティック大学の２年生に編入できる仕

組みが構築され、１期生２名が単位を取得し、本年８月に同大学に編入学しました。本町

を舞台としたグローバルな人材育成が始まっていると認識しております。 

 本町は、平成２９年からこの団体にふるさと納税の制度を活用した支援を現在まで継続

して行っておりますが、引き続きふるさと納税を活用した支援のほか、情報収集、情報交
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換を行い、教育の島構想の推進に向けて連携していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 閑田議員。 

○１番（閑田大祐君） まず、今形態をかなり変えて、編入学をしたとかいろいろ出てき

ましたけど、うちの島に学校をつくることを一番最初、念頭に置いた動きにしたかったは

ずなんです。そうでないと意味ないですもんね。うちの島へ――今、叡智学園ができまし

たけど――学校施設ができてそこに人が集まってくる、それによって町の活性化、人口の

減少を食い止めるだったりですとか、いろんな方策のためのといったらあれですけども、

そのためにと言っていいんじゃないかと思うんですけど、町長、いかがですか。 

○議長（尾尻康二君） 町長。 

○町長（高田幸典君） 教育の島のまちづくりには２つのポイントがあると思うんです。 

 １つは、私たちの町の子供たちが社会人になったときにたくましく生きていく力の基礎

力をつけるというのが一つあると思うんです。それからもう一つは、今生涯学習社会です

から、仕事以外、子供も含めてですけども、そういった一生楽しく生きがいのある生活に

するための生涯学習を充実するというのが一つの大きな目的であります。もう一つは、学

校の誘致もあるんですけども、私たちの町だけではなくて、様々な大学生であったり、高

校生であったりが私たちの町に来て、住民であったり生徒と交流をしながら町の活性化を

図るというのが２つ目であります。そういったことの中で、大学誘致も、高校の誘致もあ

りましたけれども、中高一貫もやってまいりました。だから、それが全てでは、教育の島

構想ではなかったということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（尾尻康二君） 閑田議員。 

○１番（閑田大祐君） 叡智学園は成功裏に終わったわけですけども、もともと教育の島

構想を掲げ、それを今のまち・ひと・しごとですか、前年はまたちょっと違う名前だと思

うんですけど、総合戦略会議の中で、この教育の島構想、さらにその中でも大学誘致とい

うものが本当にフラッグシップになっていたと思うんです。それが今、ふるさと納税を活

用した、要は資金援助的なところのみになっている。 

 どんどん金を出せとか、そういうことを言うつもりはありません。ただ、町としての姿

勢がだんだんと後退していっとるのはもう見るに明らかなんですけども、転換期を迎え

て、もうこれをやめるならやめる、はっきりするべきじゃないかと思うんですけども、大

体どんな施策にしても大概大きなプランのようなものが立ったときに、それが実現しなか
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ったとき、いつの間にかうやむやになって消えとるんです。これもそういうふうな形でい

つの間にか忘れ去られとるプランにしてしまうつもりでしょうか。 

○議長（尾尻康二君） 町長。 

○町長（高田幸典君） この件については、いつの議会でありましたか、質問された議員

さんもよく理解をしてないんですけども、今後どうするんかという中で、基本的に金銭的

な支援は町がしないと、ふるさと納税というのはうちの資金をしているわけでないんで、

便宜を図っているということですから、そういった形にしますという答弁をさせていただ

いているというふうに思います。 

 これからについては、先ほど言いましたように、基本的に私どもはＡＵＳＴの活動に対

して町の資金を支援するということは現在のところ考えてはおりません。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 閑田議員。 

○１番（閑田大祐君） では、ちょっと視点を変えてお伺いします。 

 例えば、ＡＵＳＴにこだわることなく、今の総合戦略の中でも旗印としている以上、こ

れをどうにか違う形ででも進めていくんだというつもりで例えば大学誘致をかけるのか、

例えば愛媛県の加計学園ですか、実際の学校名は違うんですよね。あれなんかでも安倍政

権が何か悪いことをやったような話になっとるけど、あれは違うんです。地域の、口蹄疫

とか疫病がはやったときに、四国には疫病に対応できる獣医学の研究施設というものがな

いから四国に獣医学に関する大学をつくってその拠点としたいっていう、その当時の愛媛

県知事の思いの中で誘致活動が動いていったんです。 

 うちの町が例えば人口の減少を食い止めようとか、例えば産業を守ろうとか、いろんな

考え方はあると思います。その中で、大学誘致ということを本気でやっていこうと思うん

だったらやりようはほかにあると思うんです。結局、夢物語に終わってしまようるアメリ

カの大学の誘致みたいなものをいまだに掲げたままになっとる状態っていうのは、これは

そのまま放置しておくのはいかがなものかと思うんですけども、どうでしょうか。 

○議長（尾尻康二君） 町長。 

○町長（高田幸典君） 課長のほうから答弁がありましたように、アトランティック大学

の誘致っていうのは、向こうがもうそれは、校舎を造って、こちらにサテライトを造ると

いうのは困難だというふうに結論を出してるんで、私どももそこにこだわっているつもり

は今ございません。 
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 そして、日本の大学でも、ほかの大学の誘致をしたらどうかということでありますけど

も、なかなか今子供が減っている中で大学をここに持ってくるということになると、ここ

に来る相当のメリットがないと大変難しいのかな。完全にそれをしないというわけではな

いんですけども、今大学ではゼミ等で必ず地方に出て、そこの地域で課題解決とかそうい

う協力をするんだというような大学が今すごく増えているんです。そういった中でのつな

がりの中でそういうお話があれば取り組むことはあるかというふうに思います。 

○議長（尾尻康二君） 閑田議員。 

○１番（閑田大祐君） いずれにしましても、受け身の態勢で、何かおいしい話が転がっ

てくるのを待つのではなくてどんどん率先してやってもらいたいと思います。 

 例えば、今クールジェンの後、今度はＪＣＯＡＬが入ってきてから新しい事業を始めた

りしておりますけども、クールジェンの事業自体というのは実証実験をやっとるものがも

うあと２年ぐらいのところで終わってしまうわけですよね。クールジェンがじゃあその後

何か展望があるのかどうか、例えば何か決定事項があるわけでない今のタイミングで町の

ほうから積極的に働きかけておかないと、駄目になるのを待つだけですよ。そういったこ

とも含めて、町の課題となっている部分、町がこれを取り組みましょうと言っている部

分、ここには前のめりになるぐらい精力的に取り組んでもらいたいと思います。 

○議長（尾尻康二君） 町長。 

○町長（高田幸典君） 大崎クールジェンについては、私が常務さんに直接今後について

要望はしております。それはまずお伝えをしておきたいと思います。 

 それから、大学誘致については、さっき言ったように、地方に大学が出向くという流れ

があるので、そういった意味で大串の家の整備であったり、木江にもしましたけども、今

回また木江のほうで寄付をするというような話もありますけども、そういった学生が来る

というのは清風館に泊まってはなかなか金がかかるので、安価な、研究するこっちに来た

ときの住まいという意味で今取り組んでいるということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（尾尻康二君） 閑田議員。 

○１番（閑田大祐君） それでは、２問目に移りたいと思います。 

 有害鳥獣対策について、これもなかなか成果の出るものではありませんし、根絶するの

は不可能です。毎回同じようなことを聞くんですけども、改めてよろしくお願いします。 

 以前よりイノシシの頭数が減ってきているという報告は以前から受けておりますけど
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も、直近ではどのような状況か。それから、カワウの駆除についてはどのようになってい

るかお伺いいたします。 

○議長（尾尻康二君） 地域経営課長。 

○地域経営課長（坂田 誠君） 閑田議員の質問にお答えします。 

 ご質問のあったように、イノシシの頭数全体は減ってきている状況にあります。平成２

７年度の捕獲頭数は１，１５８頭、平成３０年の捕獲頭数は７７５頭、令和２年度の捕獲

頭数は６５２頭となっており、捕獲頭数は年々減ってきています。また、猟期期間中の捕

獲頭数も、平成２７年度が３１３頭、平成３０年度が２９６頭、令和２年度は１６５頭と

なっており、猟友会に確認してもイノシシの全体の頭数は減っているということでした。

しかし、イノシシ全体の頭数が減っているにもかかわらず、農作物の被害が減っていない

状況にあります。減っていない状況にあるのは、山にいたイノシシが食べ物がある場所に

下りてきていると考えられます。今後もイノシシ対策として捕獲、駆除を継続していきま

すが、園地に入らない対策、また園地を守る対策も実施していきたいと考えています。 

 次に、カワウの駆除についてですが、毎年銃器による駆除を実施しています。銃器によ

る駆除は、発砲するとカワウが飛び立ってしまうため、連続しての駆除は難しい状況にあ

ります。平成３０年２月から県と協議し、ドライアイスを巣に投入し、卵を死滅させる駆

除を相賀島で行っております。生息調査では、平成３０年度が３５５羽、令和２年度は１

９８羽となっており、成果が出ていると考えております。今後も、銃器による駆除とドラ

イアイスによる繁殖抑制に取り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（尾尻康二君） 閑田議員。 

○１番（閑田大祐君） ありがとうございます。今の、じゃけえ、カワウの駆除について

も継続して毎年やってるということですよね。先ほど来から学校関係のところでも触れま

したけども、産業という部分で関して言うと、農業も漁業も町の大事な１次産業でありま

す。そこでしっかり生計が立てられる環境を守っていくという意味合いにおいて、これに

取り組んでいくことというのは非常に重要だろうと思います。 

 また、イノシシに関して言いますと、先ほどの防疫のことにも関わってくるんです。例

えば、豚インフルエンザみたいな疫病がはやるなんていうことのリスクも当然あるわけ

で、いろんなリスクを抱えながら、ただどっちにしても絶滅させることはほぼほぼ不可能

であろうと思うのでいかに被害を出さないようにしていくかっていう取組のほうが重要に



- 53 - 

なってくるのかなとは思いますけども、それにしてもより一層取り組んでいただけたらと

思います。答弁は結構です。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（尾尻康二君） これで閑田大祐議員の一般質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ８日も９時から開会いたします。 

            午後１時３２分 散会 

 

 


